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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２０年３月１２日（水）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　３時５０分　閉会

１．場所

大会議室

１．出席委員

委 員 長 安藤　薫  副委員長 上村高義  委　　員 山崎雅数

委　　員 藤浦雅彦  委　　員 南野直司 

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

生活環境部長　紀田光司　　同部次長兼自治振興課長　大場房二郎

同部次長兼環境業務課長　水田和男　　同部参事兼市民課長　村江　卓

産業振興課長　藤井智哉　　同課参事兼農業委員会事務局長　田橋正一　　　　　　

　　環境センター長　五里江路人　　環境対策課長　池上敦実

保健福祉部長　佐藤芳雄 同部次長兼健康推進課長　福永冨美子

同部次長兼福祉総務課長　登阪　弘　　健康推進課参事　阪口　昇

福祉総務課参事　北埜保紀 高齢者障害者福祉課長　堤　守

同課参事　小矢田博子　　介護保険課長　山田雅也

同課参事兼地域包括支援センター長　川口敦子　　こども育成課長　稲村幸子

同課参事　船寺順治　　国保年金課長　野村眞二　　同課参事　大嶋良一

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　野杁雄三 同局次長代理　日垣智之

１．審査案件（審査順）

議案第　１号　平成２０年度摂津市一般会計予算所管分

議案第１０号　平成１９年度摂津市一般会計補正予算所管分

議案第　７号　平成２０年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計予算

議案第４２号　摂津市企業誘致条例の一部を改正する条例制定の件

議案第２５号　摂津市犯罪被害者等支援条例制定の件

議案第２６号　摂津市犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例制定の件

議案第２７号　摂津市災害見舞金の支給に関する条例制定の件
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議案第　３号　平成２０年度摂津市国民健康保険特別会計予算

議案第　４号　平成２０年度摂津市老人保健医療特別会計予算

議案第１２号　平成１９年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算

議案第４０号　摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件

議案第　９号　平成２０年度摂津市後期高齢者医療特別会計予算

議案第２４号　摂津市後期高齢者医療に関する条例制定の件

議案第３７号　摂津市特別会計条例の一部を改正する条例制定の件

議案第３９号　摂津市老人医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例制定の

件

議案第　８号　平成２０年度摂津市介護保険特別会計予算

議案第１４号　平成１９年度摂津市介護保険特別会計補正予算

議案第４１号　摂津市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定

の件

議案第３３号　特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例制定の件

議案第３８号　摂津市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定の

件
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（午前１０時　開会）

○安藤委員長　ただいまから民生常任委

員会を開会します。

　本日の委員会記録署名委員は山崎委員

を指名します。

　先日に引き続き、議案第１号所管分及

び議案第１０号所管分の審査を行います。

　上村委員。

○上村委員　おはようございます。

　そうしたら、私の方から質問させてい

ただきます。

　絞り込んで、５点ほどにしてますので、

よろしくお願いいたします。

　まず、１点目ですけれども、予算概要

２９ページの地域活性化補助事業という

ことで８２８万円計上されておりますけ

れども、このことにつきまして、現状の

自治会数と会員数ということで、改めて

お聞かせ願いたいと思います。

　それと、地域活性化事業を行っている

自治会団体数と参加人数ということにつ

いてお聞かせ願います。

　それと、ここ数年、この地域活性化補

助事業の予算額というのが横ばい状態と

いうか、ずっと同額程度で推移してきて

ますけれども、このことがどう評価され

ているのかということについて、ちょっ

と見解をお聞かせいただきたいと思いま

す。まず最初に、このことについてお聞

かせください。

　次に、この４月から、特定健診、また、

後期高齢者医療制度というのが始まりま

すけれども、この件につきまして、一般

会計に所管されている事項についてお聞

かせ願いますけれども、いわゆる市民健

診というのがありまして、これが、１９

年度の予算では１億１５６万６，０００

円だったと思いますけれども、これに該

当する２０年度予算では、この該当する

金額は幾らになっているのかなというの

が、非常に予算が国保会計にいったり、

分散されてますので、これに該当する総

額は幾らになっているのかなということ

をまずお聞かせください。

　それと、保健センターへの委託料とい

うことで７，３８９万９，０００円とい

うことであって、先日の委員会の答弁の

中でも説明あったんですけれども、１９

年度は９，００５万２，０００円が７，

３８９万９，０００円になっている。こ

れは、特定健康診断に伴い、国保会計か

ら支出するので、その額が２，５００万

円ぐらいあって、国保会計から支出する

ので、一般会計からの支出が少なくなっ

たという説明があったんですけれども、

これに基づいて、非常にお金の流れがわ

かりにくいので、４０歳から７５歳は、

特定健康診断は国保会計から支出すると

いうことでありますし、若年者も、国保

の加入者は国保会計からということにな

りますけれども、後期高齢者の方は後期

高齢者医療制度から出るのかなという気

もしますし、そこら辺のお金の流れがど

うなっているのかなというのをお聞かせ

願いたい。

　それと、６３ページに、特定健診・特

定保健指導７４万３，０００円が計上さ

れてるんですけれども、これがなぜ一般

会計に計上されるのかないうのが、本来

は国保会計で特定健診指導というのは行

うべきであって、一般会計にこれが計上

されているのかなということのご説明を

お願いしたいと思います。

　次に、温暖化対策とエコアクション２

１ということについてお尋ねしますけれ

ども、温暖化対策につきましては、さき

の代表質問、まずは、先般の当委員会で

もいろいろ質問があって、その方向性が

見えてきておりますけれども、ここで、

私がお聞きしたいのは、摂津市のエコオ
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Ⅱフィス推進プログラム　においては、２

００５年基準で、２０１０年、目標年度

ですね、５％を削減、ＣＯ２を削減しま

すという目標になっていますけれども、

それを金額換算すると幾らになるのかな

という、そのＣＯ２を５％削減するとい

うことが、省エネ結果が金額として幾ら

になるのかなと。

　それと、そこの温暖化対策の予算が７

４万円ということで計上をされておりま

すけれども、これは、団体への補助金み

たいな格好になると思うんですけれども、

市全体で地球温暖化に対する予算措置と

いうことについてどう考えているのかい

うことを、まずお聞かせ願いたいと思い

ます。

　次に、エコアクション２１に取り組み

ますというふうに市政方針で述べており

ますけれども、この取得時期、いつ取得

するのかなということと、取得費用が幾

らかかるのかなということと、その対象

者は３部署か４部署になると思いますけ

れども、その対象者は何人になるんです

かということをまずお聞かせください。

　次に、産業振興についてということで

お尋ねします。

　摂津の特産品は鳥飼なすというふうに

言われてます。しかし、その鳥飼なすを

摂津市民で食べたことがないという人が

多いような気がするんです。ほとんどに

聞いても、鳥飼なすを食べたことがない

という人が多いんで、それでほんまに特

産品かなという気もしますし、非常に栽

培が難しいと言われてますけれども、摂

津の特産品である鳥飼なすについて、そ

ういう市民の意見があるということにつ

いてどう考えておられるのかお聞かせく

ださい。

　次に、保育所管理運営事業についてと

いうことで、この中に、賄材料費３，８

５０万３，０００円というのを計上され

ていますね。今、中国産餃子の問題等々、

食の安全性とか、あるいは食糧危機等問

題が言われている中で、保育所の食材に

ついて、産地の調査をされたのかという

ことと、その安全性について、どういう

結果が出たのかをお聞かせください。

　それと、保育所の食育ということで、

これに関連して、先般、小学校の食育教

育ということでは、別府小学校でモデル

事業で取り組んで、薫英短期大学で発表

会があって、小学校については、朝食の

きっ食率が８０％、２０％が食べてない

と、５人に一人が朝飯を食べてないとい

う、この調査結果で出てましたけれども、

保育所において、どういう状況なのかな

というのが、調べておられましたら、報

告を願いたいと思います。

　以上、５点で、１回目の質問にさせて

いただきます。

○安藤委員長　大場次長。

○大場生活環境部次長　２９ページの地

域活性化補助事業でございます。

　ご質問の現在の自治会数は１１４自治

会がございます。活性化につきましては、

校区連合自治会に対する補助ということ

で、１２小学校区の全自治連合会からの

事業申請が出ております。

　それと、参加人員ですが、７，２１５

人となっております。ちなみに、自治会

全体の世帯数としましては、昨年４月１

日で２万５，４１２世帯ということになっ

ております。

　地域活性化の評価ということでござい

ますが、これは、校区連合自治会が行う、

地域の特色を生かした地域住民の事業に

対しての補助をするものでございまして、

本年２月末現在、１２小学校区の連合自

治会から２９の活性化事業が実施されて

おります。そのうち、防災に係る事業に
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つきましては８件、それとか、セーフティー

パトロール隊による防犯の事業が７件と

なっておりまして、全体に占める割合が

５１％ほどとなっております。

　地域活性化補助事業につきましては、

本市の重要な施策であります、安全・安

心なまちづくりに活用されておるという

ことで、効果的な事業になっておると評

価いたしております。

○安藤委員長　福永次長。

○福永保健福祉部次長　特定健診の一般

会計の方でどのようになっているのかと

いうご質問ですが、１億１５６万６，０

００円、１９年度予算でとっておりまし

たものは、２０年度は、一般会計ではゼ

ロになっております。それは、各医療保

険者が責任を持ってするということでご

ざいますので、一般会計の方からは予算

を組んでおりません。

　次に、保健センター委託料の中で、お

金の流れがどのようになっているのかと

いうご質問ですが、まず、４０歳から７

４歳の特定健診、国保からと、先日のご

答弁で、まとめて２，５００万円とご説

明をいたしましたが、実は、その内訳が、

特定健診として２，０００万円、健診と

一緒に実施いたします特定高齢者の抽出

のための生活機能評価、こちらは、２０

年度からは介護保険課の方が費用を持つ

ことになりますので、５００万円、２，

５００万円の内訳がこのようになってお

ります。

　それから、そのほかに、ちょっとまだ

最終決定がなされておりませんが、社会

保険の被扶養者の方たちの特定健診です

ね、４０歳から７４歳までの方の。この

社会保険の絡みの方が、保健センターと

契約を結ばれるということになれば、そ

の特定健診の費用収入が入ってくるもの

と思われます。一応、今その方向で動い

ているということですので、若干、保健

センターの方で収入を見込ませていただ

いております。それが２００万円ですね。

　それから、後期高齢者の方、こちらの

方は、もう既に後期高齢者医療保険組合

の方が、各市町村の保健センターと契約

を結ぶということで決定をされておられ

ますので、去年の実績を勘案いたしまし

て、１４０万円分、収入として見込んで

おります。

　それから、若年者健診につきましては、

委員がご指摘のように、国保の方から４

９０万円分ということで、特定健診とそ

れに絡みます保健センターの方の収入を

見込んでおります。

　そのほか、実は、特定健診の対象者と

認められない４０歳から７４歳までの方

が若干生じると想定しておりますので、

その方たちは、一般会計の方の保健セン

ターへの委託料の中で見ていただくとい

うふうに考えております。

　それから、次に、特定健診・特定保健

指導の費用が、なぜ一般会計に計上され

ているのかというご質問ですが、今申し

上げましたように、特定健診とは認めら

れない方の保健指導、それから、若年者

の方、後期高齢者の方等々の保健指導に

つきましては、いわゆる特定保健指導と

いって、国保から出るお金以外に費用が

かかりますので、その部分を、若干、一

般会計の方で計上させていただいており

ます。

○安藤委員長　池上課長。

○池上環境対策課長　環境対策課に係る

温暖化対策事業の質問にご答弁申し上げ

ます。

　１点目でございますが、エコオフィス

Ⅱ推進プログラム　においては、ＣＯ２の

削減を、目標年度の２０１０年に、５％

の削減を目標と設定しております。
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　省エネルギーの削減分も、金額で申し

ますと、単純集計しております光熱水費

及び燃料費の分なんでございますが、決

算書をもとに、決算額を単純集計しまし

たところ、概算額ではございますが、１

７年度の光熱水費及び燃料費は、約４億

７，２００万円、１８年度の光熱水費及

び燃料費は、約４億３，５００万円で、

１７年度比較では、７．８％減の約３，

０００万円の削減となっております。

　ちなみに、電気使用料は、１７年度、

２，１２２万７，９０１キロワット、１

８年度においては、２，０６７万９，６

９６キロワットで、１７年度比較では、

２．６％の削減となっております。

　ＣＯ２削減率においては、１７年度比

較でも、これも２．６％の削減となって

おります。

　委員が言われましたように、このよう

に光熱水費等の削減は、電気、ガス、水

道など種々の省エネルギー対策を進め、

とりわけ、夏季のクールビズ、冬期のウォー

ムビズ等の取り組みにより、寄与されて

いるものと思われますが、省エネルギー

対策として削減された光熱水費等を、もっ

と有効に市民等へ、市全体へと有効活用

すべきだとは認識しておりますが、とり

わけ、財政状況が厳しき折、現在、７４

万円を計上し、温暖化対策事業の種々の

市民啓発等の施策に重点を置いて実施し

ておるのが現状でございます。

　温暖化対策事業に、こういった削減分

の金額を、もっともっと市民に有効に活

用できないかと現状では認識しておりま

すが、どうしても状況が厳しき折、直ち

にシフトされていないのが現状でござい

ます。

　今後においても、引き続き、省エネル

ギー、省資源に向け、市庁舎管理の担当

課とも連携を図りながら、温暖化対策の

推進に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○安藤委員長　水田次長。

○水田生活環境部次長　環境業務課に係

りますエコアクション２１につきまして

ご答弁申し上げます。

　まず、取得時期はいつかということで

ございますけれども、スケジュール的に

は、今現在、関係職員に対しまして、エ

コアクション２１についての共通の認識

を持つということで説明会を行っており

ます。

　その後、４月から、エコアクション２

１の推進委員会を立ち上げまして、その

後、活動目標、指標を設けながら、３か

月を要して、その活動についての削減に

ついて、活動レポートを作成するという

ことでスケジュールを組んでおります。

　それができ次第、認証登録の申請を行

うということで、机上のスケジュール的

には、秋ぐち、９月ごろには認証登録が

できればなというふうに思っております。

　これからスケジュール的に進めていく

中で、若干の日程の変更はあるかなとい

うところでございます。

　それから、費用なんですけれども、そ

の認証登録に係ります費用なんですけれ

ども、これは、予算計上といたしまして

は３２万５，０００円、これは、２年間

の登録料ということで計上させていただ

いております。

　それから、対象課なんですけれども、

これは、地球温暖化に向けまして、ＣＯ

２の削減というところから、ごみの収集、

焼却も含めまして、環境センター、環境

業務課、それから、リサイクルプラザ、

この三つの施設でもって、当面、エコア

クション２１の取り組みを行ってまいり

たいというふうに考えております。

○安藤委員長　田橋参事。
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○田橋産業振興課参事　鳥飼なすの件な

んですけれども、摂津市の特産鳥飼なす

ですね、これは、大阪府の浪速の伝統野

菜、この認証も受けておるなすびでござ

います。この大阪府の伝統野菜、これは、

基準となりますのは、おおむね１００年

前から大阪府内で栽培されてきた野菜、

種とか種子の歴史がはっきりわかる分、

大阪独自の品目・品種、栽培する種子等

の確保が可能な野菜ということで、大阪

府の認証と摂津市の伝統野菜ということ

で栽培している分でございます。

　これについては、平成６年から市の奨

励事業として農業振興会の方に委託して

いる分でございます。これを広く市民に

広めるためにということで、学校の方で

は小学校３年生、こちらの授業の中でな

すびの栽培指導を農業振興会の人にして

いただきます。３年生の児童等は、自宅

にこれを持って帰って、お母さん方に料

理してもらってということでも、ちょっ

とその辺の啓発もしております。

　あとは、５月に、市民農園をしておら

れる方に、実生苗、これは、代表者の人

に全部通知を送って、要る方は、どうぞ、

産業振興課の方でお配りしてますという

ことで。この市民農園の方についても、

品評会の中に鳥飼なすの部というのを前

から設けております。鳥飼なすだけの品

評会という部門もつくっており、その辺

も啓発しているところでございます。

　ただ、この鳥飼なすというのは、やは

り普通のなすびと比べて、維持管理作業

ですね、こちらの方が物すごく手間がか

かるんです。肥料は、普通のなすびの４

倍か５倍ぐらい要ると。水やりも切らし

たら、十分ななすびに発育しないという、

この辺がちょっと難しい点があるんです

けれども、その辺で、農業者の方に、こ

ういう鳥飼なすをつくってほしいという

ことで依頼してるんですけれども、やは

り手を挙げてくれる方が少ないというこ

とで、同じなすびであっても、鳥飼地区

と、例えば、別府地区でやっぱり砂地と

鳥飼の粘土質、この土地のことによって

も、やっぱりできばえが全然違います。

　そういうことで、私どもも、保存畑と

してしている分があるんですけれども、

そこは、やっぱり２００株ぐらいしか、

鳥飼なす、保存事業で植わってないんで

すけれども、この苗が一本の木に５０個

ぐらいしかなりませんので、年間で１万

２，０００個ぐらいしかとれないなすび

ですので。そのなすびも、６月から、なっ

たときは生なすとして市民に一箱、大体、

８個ぐらい入ってるんですけれども、１，

０００円でということで、こちらの方の

ＰＲもしてます。ですから、鳥飼の生な

すは、６月、７月ぐらいに産業振興課の

方で販売しております。

　それ以降、夏以降については、農業祭

に向けての、漬物ということで、小なす

をとるということで、大体、１０月ぐら

いまでということでしてます。

　やっぱり数に限りがありますので、農

業祭では、販売も早期にすぐ売り切れる

という状態でありますけれども、やはり

その保存事業以外の人につくってもらう

ということは、やはりちょっとその辺、

すごくつくるのに難しいというなすびで

ありますので、普及が図れないという原

因になっていると思います。

　ということで、よろしくお願いします。

○安藤委員長　稲村課長。

○稲村こども育成課長　保育所の給食と

食育についてお答えさせていただきます。

　まず、保育所の給食の食材の安全性に

ついてでございますが、従来より、保育

所給食において安全なものをということ

で取り組んでまいりました。保護者の方
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からのご要望もございまして、できるだ

け国産のものを使用し、野菜などは近隣

のものを使用しております。

　産地調査につきましては、もともと産

地の調査をしたものを一覧にして、各保

育所に備えつけております。保護者の方

から、閲覧の申し出があった場合につき

ましては、その一覧を見ていただくとい

うことになっております。

　今回、中国産の冷凍食品が問題になり

ましたけれども、その際に、さらに加工

食品として入っているものにつきまして、

原材料のところまで、再度調査をいたし

ました。それによりまして、現在、給食

に使っておりますものにつきましては、

すべて安全であるということを確認いた

しまして使用いたしております。

　次に、保育所における食育についてで

ございますが、現在、食育計画を策定い

たしておりまして、今年度中に食育計画

をつくることになっております。

　保護者の方への食事に関するアンケー

トにつきましては、平成１８年６月に実

施いたしております。

　公立保育所、その当時、児童総数４０

５人ということで、回収率７７％という

状況でございますが、その中に、朝食に

ついてという項目もございまして、ここ

では、毎日食べるお子さんが、全体とし

て９５％、週に３、４回食べるお子さん

が４％、全く食べない方が１％というこ

とになっておりました。

　そのほかには、スーパーやコンビニの

お惣菜の利用ですとか、冷凍食品やイン

スタント食品の利用、あるいはおうちで

よくつくられる献立とか、そういうよう

なことについてアンケートでお聞きいた

しております。

　保育所の食育といたしましては、子ど

もに対しましては、保育の中で菜園活動

ですとか、実際に自分で野菜をつくった

り、米をつくったりとか、そういうよう

な活動をしながら、自分たちでつくった

ものをまた調理して食べるというような

ことを行っております。

　３歳児クラスぐらいからクッキング保

育もしておりまして、また、親子でクッ

キングができるような機会も設けており

ます。

　保護者の方に対しましては、栄養士に

よる講座ですとか、試食会、あるいはい

ろいろなところで食の大切さについてお

話をさせていただいております。

　また、地域の親子に対しましても親子

クッキングを実施したり、保育所の給食

の体験をしていただいたり、また、栄養

士による講座などを行っている、そうい

うような状態でございます。

○安藤委員長　上村委員。

○上村委員　ありがとうございます。

　そうしたら、再度お尋ねします。

　まず、地域活性化補助事業ということ

で答弁ありましたけれども、その評価に

ついてお尋ねしたんですけれども、その

評価の方法というか、きっちりアンケー

トをとるとか、市民ニーズをきっちり把

握する方法を、今、何とか雰囲気的な数

字は言いましたけれども、実際、参加、

実施されてる人が、どういう感じを持っ

ておられるのか。これは、地域活性化と

いうことで、自治会もしくは摂津市民の

皆さんが元気になるように、８２８万円

を使って地域を元気にしていこうという

取り組みですけれども、そのことについ

て成果が出ているのかということと、い

ろいろな形で自治会にお願いすることが

多いんですけれども、防犯であったり、

あるいは市民体育祭であったり、回覧の、

市の広報の配布とか、すべて自治会にお

願いして、自治会がなかったら、市の行
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政としても立ち行かない状況になるよう

な大事な組織でありますけれども、そこ

の対して、きっちり、この活性化事業を

通じて、やはりそういった形の取り組み

をさらに進めていくようにしなければな

らないんですけれども、実際行っている

この地域活性化事業がどう受けとめをさ

れているのかということをきっちりつか

んでほしいということと、それと、やっ

ぱりこの８２８万円で、横ばいでずっと

推移しているということは、別になくし

てもいいのかということと、やはりなく

すべきである、もっと拡大すべきかとい

う二つとらまえ方があるんですけれども、

担当として、どういうふうな思いを持っ

ているのかなということをお聞かせ願い

ます。

　それと、この件に関してなんですけれ

ども、そういう摂津の地域活性化事業を

やっている中で、実は、先般、ＮＨＫの

ニュースで、土曜日でしたかね、コミュ

ニティ活動基本法というのを議員立法で

制定するというテロップが流れたんです。

お、これはまさに国も本腰を上げて自治

会の支援をしてくれるんだなということ

で、資料を取り寄せたんですけれども、

これは、まさに、今まではコミュニティ、

近隣地域の住民が集う、働きやすい環境

を整えるために、今までは地方自治体に

すべてお任せだったんですけれども、やっ

ぱり国も本腰を入れて、そこについて支

援していこうという動きをしようとしと

るんです。これは、やっぱり町内会、自

治会、あるいはスポーツ少年団、ボーイ

スカウト、そういった地域で一生懸命頑

張っておられる人を国が支援していこう

と。そのことが、日本全体のより発展に

つながるということなんです。

　やっぱりこういった動きがある中で、

やはり摂津のこの地域活性事業というも

のが、大分前から取り組んでますけれど

も、国もやっぱりそういうことを支援し

ていこうという動きがあるわけです。

　これは議員立法で出しますという、テ

レビで言うてましたけれども、もう近々

このことが表面に出てくるんではないか

なと思ってますけれども、やっぱりそう

いった動きがある中で、摂津のこの地域

活性化事業というものについて、どうい

う考えを持っておられるのかということ

について、改めてお聞かせ願います。

　それと、特定健診と後期高齢者にかか

わる件で説明ありましたけれども、今の

説明でわかる部分もあったんですけれど

も、今までは、市民健診については一般

会計で１億１５６万円予算計上されてま

したよね。それが国保会計にシフトして、

そこから支出されるということでありま

した。特定健康診断にかかわる費用が国

保の中から２，０００万出ると。介護で

５００万円と。今までの市民健診に該当

する金額５，３００万円ぐらい国保に計

上、これ足したら１億円にならないんで

す。６，０００万円ぐらいにしかならな

いんですけれども、せやから、そこから

５，０００万円ぐらいが国保から多分出

てくると思うんです。それがどこから出

てくるのか。多分、今まで１億円かかっ

ておった健康診断料がこんな安くできる

わけはないし、総額で約１億円ぐらいに

ならないとおかしいんです。その金額が

幾らかなと。これ全部足すと、多分、今

まで説明あったお金は、４０歳から７４

歳の分が国保会計から２，０００万円、

介護保険から５００万円、社会保険の分

が２００万円、後期高齢者から１４０万

円、若年者に対しては４９０万円という

説明がありましたけれども、これ全部足

すと、そんなに、３，０００万円ぐらい

にしかならないですよね。せやから、本
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来、これが１億円ぐらいになるというの

が、このキャッシュフローをきっちりチェッ

クしておきたいので、その辺、お願いし

ておきます。

　それと、保健センターに、委託料も、

今まで９，０００万円あったやつが７，

８９０万円になって、この分が特定健康

者に国保の方から保健センターに委託し

ますということと、その他、一部の分も

保健センターに、例外的な部分を補助し

ますと、こう説明あったんですけれども。

　保健センターは、摂津市の指定管理者

に指定されてて、摂津市から指定管理料

を払っておるわけですよね。その指定管

理料というものが、どういう形で委託さ

れているのか。こんな財布いっぱいから

お金が出てくると、非常に指定管理料の

総枠というのは決めにくいですよね。普

通は、だから、これは保健センターで、

摂津市の出先機関みたいな形になってま

すけれども、本来、指定管理者というの

は、５年後には民営化になる、民営化と

いうか、ほかの懐と競争、入札でつくっ

てしていくという動きがある中で、こん

な財布がたくさんあって、指定管理料の

総額も把握し切られないようなお金の出

し方であれば、入札なかなかしにくいで

すよね。

　出先は摂津市ですよ、摂津市、摂津市

というか保健センターにいくんですけれ

ども、所管が健康推進課であったり、国

保であったり、介護保険課であったり、

あるいは後期高齢者であったり、くると

ころがいっぱいありますよね。それを摂

津市の指定管理者にする場合に、総額を

きっちり押さえておかないと、なかなか、

もうあと３年後ぐらいに向けての動きに

ついていかないんではないかなという気

がしますので、非常に見えにくいんです。

　それと、特定健診についても、一般会

計、７４万３，０００円計上されていま

すけれども、ここの説明、特定健診では

ない健診について、７４万３，０００円

というふうに説明があったんですけれど

も、特定健診対象外の健診と言いました

かね。このタイトルでいくと、特定健診・

健康保健指導で７４万３，０００円です

よね、そのタイトルとは違う中身なのか。

この文言とか非常にわかりにくいんです。

ここをきっちり、もう一度説明願いたい

というふうにお願いします。

　次、温暖化についてですけれども、今、

ⅡＣＯ２をエコオフィス推進プログラム　

において、２００５年基準で、２０１０

年に５％削減しますというプログラムを

目標設定してます。今、５％についての

コストを聞きますと、１７年度で光熱費

が４億７，２００万円かかってました。

これに５％掛けると２，３６０万円にな

るんですかね、のコストを削減しますと

いうことでありますよね。

　実は、ことしの秋に、環境洞爺湖サミッ

ト開かれますよね。きょうの新聞では、

１４日、あさってですかね、そのＧ２０

という環境サミットに向けた前段の打ち

合わせがあると。地球温暖化に向けて、

いろいろなこれから取り組みをして、やっ

ぱり気になるのは技術革新とか、技術で

もって地球温暖化に向けて取り組もうと

いう動きがあるわけです。

　エコオフィス推進プログラムを見とき

ますと、人に対して、意識的な、人に頼っ

て分別したり、あるいは紙を半減したり、

それも大事ですよ、地道な活動、そのこ

とも大事です。けども、やはり技術革新

みたいなものも入れていく必要がある。

でないと、なかなか、５％達成できても、

その先に、２０５０年では、また国では

半減という目標ありますし、また、摂津

市も、当然、２０１０年以降も地球温暖
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化には取り組んでいかなければならない

と思うんです。そういったとき、やっぱ

りそういった技術革新みたいなものが、

こういうマッチしておかないと、例えば、

クーラーにしても、より省エネ化された

クーラーを使うとか、あるいは太陽電池

であったり、あるいは屋上緑化であった

り、そういったものも視野に入れていか

なと、なかなかこの先の２０１０年の５

％は達成できても、それ以降について、

なかなか難しいんではないかなと思うん

です。

　その際に、やっぱり投資金額、幾ら投

資をすればいいのかという判断基準が要

ると思うんです。これらも、２，３６０

万円、５％削減されたら、１年間で削減

していくわけ、毎年。そういったときに、

投資の判断として、民間であれば２０か

月でもととれたら投資しましょうとかい

う考えがあるんですけれども、この摂津

市の場合、そういう観点の投資というも

のを、より積極的な省エネ投資というも

のを考えておられるのかということ、し

てほしいという決まり、それについてど

うですかということ。

　あと、もう１点。

　今回、市営住宅、これから設計段階に

入りますよね。やっぱり摂津市の公共施

設をつくる場合に、やっぱり地球温暖化

に配慮した建物が必要だと、この温暖化

上から思いますけれども、こういった設

計段階で、環境対策課として、どういう

かかわりを持っておられるのかという。

やはり摂津市の公共施設のＣＯ２を減ら

していこうとすれば、これからつくる建

物について、こういう設計仕様が要るん

だということを言ってあげないと、なか

なかそういう地球温暖化に結びつかない

んではないかと思うんですけれども、そ

れについて、どういう形のチェックをし

ておられるのかなということです。

　それと、エコアクション２１について

ですけれども、これは１０月ぐらいに取

得されるということであります。

　その後、エコアクション２１を取得し

た後に、これをどう展開していくのかな

というふうな。エコアクション２１を取

得されますと、当然、毎日、紙の分別で

あったり、省エネ等々改善をしていくわ

けですけれども、その２１を取得した後

に、やっぱりこれ２０年度中に次のこと

も考えながらやっていかないと、ただ取

得するということだけにとらわれちゃっ

て、それで満足感が得られて終わるんじゃ

なくて、やはりこのエコアクション２１

を展開していくということであれば、全

庁的に、オール摂津という話も、市長、

何回も本会議場で言ってましたけれども、

地球温暖化にオール摂津で取り組んでい

くということでございます。エコアクショ

ン２１の取得グループというか、部署は

３部門ですよね。やはり全部門で、オー

ル摂津で取り組んでいく、やっぱりどう

いう展開をされていくのかというのを、

それをやっぱりきっちり計画をつくって

していかないとだめなんじゃないかなと

思ってますけれども、これは担当部署が

答えるのか、本部長でしたか、本部長は

だれでしたかね。多分エコオフィス推進

Ⅱプログラム　の中の一つがエコアクショ

ン２１ということだと思いますけれども、

これがひとり歩きする、やっぱりエコオ

Ⅱフィス推進プログラム　の中の一つにエ

コアクション２１があると位置づける方

が正解ではないかなと思いますけれども、

そのことについて、今後、この１０月は

いいですよ、とりあえず頑張ってとって

いただいて、その後をどうするかという

ことについて、再度お聞かせ願いたいと

思います。
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　次が、鳥飼なすですけれども、非常に

手間がかかるということで、肥料がたく

さん要って、水もたくさん要って、手が

かかると。非常に手がかかるものほどお

いしいというか、鳥飼なす、非常におい

しいんで、そういった流れがあって、２

００株植えてても１株５０個で、１万個

か１万２，０００個ぐらいとれるという

ことでありますけれども、せめてこれやっ

ぱり８万個ぐらいになるように広げてい

ただきたいなという気持ちもありますし、

ぜひそういった取り組みをお願いしたい

と思ってます。

　それと、保育所の食育のところとも関

係するんですけれども、食材ということ

について、産地いろいろありますけれど

も、地産地消というのをもっとうまく使っ

ていくような取り組みをしてほしい。で

すから、できるだけ、摂津のところの農

業をされてる方にお願いして、つくって

もらえるものがあればつくってもらうお

願いをするとか、例えば、産業振興課の

方から、そういう農業者の声を聞いて、

保育所なり学校なりに、いろいろな形で

アプローチしていくという。連携という

ものをやっぱりきっちりとる必要がある

んではないかなと思ってますので。今ま

では、そういうことがなかなか言われて

なかったです。これ、今、食の安全と食

糧危機ということから、特に食育という

ことでは、やっぱり地産地消というもの

が見直されてきてますし、東京都の方で

は、もうすべて小学校は地産地消でやっ

ておるというようなことも聞いてますし、

やっぱり摂津においても、そういった動

きを一つでもいいから、鳥飼なすは小学

校３年生がつくって、それをおうちで食

べてもらうということになってますけれ

ども、それ以外に、保育所の賄いの食材

の中で、摂津市でつくれるものが、こん

なんできませんかというお願いをして、

できますということがあるかも、それは

無理ですという話もありますから、とり

あえずアプローチだけはしてほしいなと

いうのがあって、小学校も当然そうです

し、ここは小学校関係ないんで、ここは

保育所だけの話になりますけれども、そ

ういった連携をぜひしてほしいなという

ことをお願いしておきます。その考え方、

どちらなのか。

　それと、食育ということで、朝食を食

べないのが１％、人数換算すると４人で

すか、少ないと言えば少ないですね。小

学校が２０％ぐらいでしたかね。そういっ

た意味で、食育ということで、朝飯をきっ

ちり食べさせる。それが、ひょっとした

ら児童虐待等々もあるかもしれませんし、

やっぱりきっちりそういうこともウオッ

チしていく必要があるんではないかなと

思ってますし、特に、今、公立小学校の

食育モデル事業というのは、非常に教育

の学習効果にも大きな成果を上げとるみ

たいですし、保育所は学習はしないです

けれども、健全育成ということでは、や

はり食育というものが非常に大きなウエー

トを占めてきていると思うので、そういっ

たこともきっちりしていっていただきた

いなと思ってますので、よろしくお願い

いたします。

　以上で、２回目を終わります。

○安藤委員長　大場次長。

○大場生活環境部次長　地域活性化を実

施している中での評価といいますか、二

重把握といいますか、そういうことでご

ざいますが。

　自治連合会の組織の中で、年一回なん

ですけれども、定例会ということで、全

自治会長さんが集まっていく会議がござ

います。そういった中で、各校区でやっ

ていただいている地域活性化事業の一覧
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表を配布したりというようなことも以前

にさせていただきました。その定例会の

中で、輪番制になってくるんですけれど

も、各地域の自治会長さんから、事例発

表というようなことで、過去に毎年実施

しております。

　その中で、いろいろな意見交換の場も

ございますので、そういった中で、地域

の活性化に対するご意見も聞いていきた

いなというふうに思っております。

　それと、地域活性化の拡大とかいうこ

とでございますが、先ほど、実績申し上

げたんですけれども、活性化事業、防災、

防犯以外にも、清掃活動だとか緑化活動

をやっていただいております。そういっ

た中で、地域の老人クラブ、こども会、

ＰＴＡからなる実行委員会組織を組織さ

れた中での、鳥飼北でしたらふるさとま

つり、正雀でしたらたそがれコンサート、

別府でしたら若者みこしまつりというよ

うな形で、いろいろ地域の方に活動して

いただいております。この活動というの

は、地域の触れ合いといいますか、そう

いう、ふだん、顔を合わせない方々が一

堂に会しまして、地域の方が顔見知りに

なるというふうな大きな機会でもござい

ますので、ひいては、阪神大震災という

のか、そういうときの災害時には相互扶

助にもつながるんではないかという、以

前の、自治連合会の研修会の中でもそう

いう発表もございました。

　そういうことで、防犯、防災、自治会

活動いろいろ活発にしていただいている

ということで、引き続き、住民の触れ合

いの場として提供する一助になればとい

うことで、引き続き継続していきたいと

いうことで。予算につきましては、現状

の財政状況もございますので、現状の形

で予算要求していきたいなというふうに

思っております。

　それと、コミュニティ活動基本法とい

うようなことで、今お聞きしたんですけ

れども、中身について、ちょっとまだ十

分わからない部分もございますので、研

究してまいりたいと思うんですけれども、

地域コミュニティの活動としては、まさ

に摂津市の地域活性化なりが該当してく

るのかなというふうに思うんですけれど

も、その場合に、そういう国からの補助

金がもしその事業に対して出るのであれ

ば大いに助かるかなと思うんですけれど

も、ただ、コミュニティ活動基本法とい

うことになりますと、理念条例といいま

すか、どういうような中身になるかわか

りませんけれども、例えば、市でコミュ

ニティ条例とかそういう条例を制定する

のが条件になったりとかいうようなこと

もあろうかと思います。その理念法であ

れば、行政とか市民とか、そういうもの

の役割、責務とか、そういうようなもの

も出てこようかと思うんですけれども、

その条例を実施していく、具体的な手段

にまで、その中身にまで至るかどうかと

いうようなこともございます。

　私ども、自治振興課で所管しておりま

すコミュニティ団体としては自治会がご

ざいますが、自治会も、年々、ちょっと

加入率も低下しておるような状況でござ

います。そういった大きな課題もござい

ますので、国の方の動向も見ながら、今

後の課題としていきたいなというふうに

思っております。

○安藤委員長　福永次長。

○福永保健福祉部次長　では、特定健診

全体のキャッシュフローについてでござ

いますが、特定健診、国保年金課から、

あるいは介護保険課から委託を保健セン

ターにもいたしますが、医師会の方で健

診を受けられる方も多くございますこと

から、この保健センターへの委託料のほ
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かに、国保の方としましては、３，０５

９万２，６６０円、それから、介護保険

の方で１，６８０万２，０００円という

委託料を別途組んでおります。

　それから、各社会保険の医療保険者の

方が、今まで市民健診として受けていらっ

しゃった方の分を支払いするという金額

も当然あると見込んでおります。

　それから、次に、保健センターの会計

が見えにくくなっていて、指定管理者と

して示しにくいのではないかというご質

問ですが、保健センターの予算を組むに

当たりまして、本当に法律の改正により

細分化されまして、担当課としても大変

困っております。ただ、法律の改正によ

る変更なものですから、従わざるを得な

いということで、本当に細分化して計算

をしております。ただ、予算を立てる上

では細分化して計算しておりますが、実

際に実施するのは、例えば、特定保健指

導を保健センターと健康推進課とで合同

で実施する予定にしておりますが、実際

には、国保の方も、それから、社保の方

からの委託がございましたら、社保の方

の保健指導も、あなたは社保だからだめ

ですよとか、別のグループでねとかとい

うことは非効率ですから、一体として実

施していきたいと思っておりますので、

実態に合わせて細分化して計上している

というような状況でございます。

　それで、指定管理者として示しにくい

というのは、本当に示しにくいかなとは

思いますが、内容的には、きちんと細分

化して計算しておりますので、そのこと

をお示しすることはできると考えており

ます。

　それから、特定保健指導という、一般

会計の方に特定健診・特定保健指導とい

うタイトルがあるのは違和感があるとおっ

しゃられますのは、確かにそうかなと思

います。今申し上げましたように、特定

保健指導や何かは一体としてやりますの

で、その他健診の方も、それから、特定

保健指導の方もやります。一番最初の説

明で、その他健診の方の分を計上してま

すという言い方をさせていただきました

が、内容につきましては、ファイルだと

かパンフレットだとか、そのようなもの

の購入等の予算でございますので、一体

として活用するということも含めて、代

表の特定健診・特定保健指導という名前

を使わせていただきました。

○安藤委員長　池上課長。

○池上環境対策課長　環境対策に係る２

回目のご質問にご答弁申し上げます。

　光熱水費等の削減分をどう温暖化対策

に投資するかについては、南千里丘まち

づくりと同様、環境に配慮した施設等の

改善や市営住宅の建て替えにおいても、

有効活用すべきだとは認識しております

が、先ほど申しましたように、直ちに予

算化してシフトされていないのが現状で

ございます。

　今後、市全体への温暖化対策にシフト

できますよう、仕組みづくり等に向け、

今後検討してまいりたいとは考えており

ます。

○安藤委員長　田橋参事。

○田橋産業振興課参事　そうしたら、鳥

飼なすの２回目のご質問にお答えさせて

いただきます。

　鳥飼なすびにつきましては、先ほど言

いましたように、肥料が要るとか、水や

りを毎日しなくてはならない、枝取りの

業務とかいう、そういうふうで、すごく

手間がかかる作物でございます。

　それで、私どもとしましても、全農業

者に対して、この鳥飼なすをつくるにつ

いては、産地づくり交付金として補助金

を出すということも周知しております。
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でも、やはりこのなすびというものは、

いや地といいますか、毎年同じところで

つくれない、連作がきかないというよう

なことでありまして、畑でつくる場合は、

３年か４年間あけなければ、同じところ

でつくってもなりが悪いというようなも

のでもございます。

　４月になれば植木市を開催するんです

けれども、そこの場でも、鳥飼なすの苗

を売り出ししてます。これも、結構、市

民の方が買って帰られますので、自家用

としてのなすびは、各個人で相当植えて

おられると思います。

　それと、地産地消の関係なんですけれ

ども、９月になれば、学校の給食ですね、

全小学校の給食に対しての食材も提供し

ております。統一メニューですので、全

校同じ日に給食をつくるということで。

あとは、保育所に対しても食材の提供を

しております。保育所は去年からだった

んですけれども、保育所に食材を渡した

ら、ああ、それはいいことやということ

で、地産地消の関係で、小学校に鳥飼な

すのそういう指導してんねやったら、保

育所でもしてほしいということで、もう

その時点では苗がなかったもんで、２０

年度から、保育所に対してもそういう作

付指導をしにきてほしいという要望はも

う受けております。ですから、前向きに、

小学校と同じように指導しにいこうとい

うようなことで考えております。

　公立の幼稚園なんですけれども、公立

の幼稚園は、全園児に対してなすび１個

配りました。これも去年配っております。

あとは、市内の老健とか特養の施設、こ

ちらの方にも、鳥飼なす、生なすですけ

れども配っております。

　そういうことで、地産地消ということ

で、鳥飼なすの啓発も兼ねて、そのよう

な方向で進んでおります。

○安藤委員長　水田次長。

○水田生活環境部次長　エコアクション

２１の取得後の展開ということでござい

ます。

　まず、ごみの減量という大前提、目標

がございます。それに沿って、何が減量

できるかということで活動指標を作成す

るわけですけれども、登録そのものは２

年間の登録ということで、登録後１年度

には、またその中間審査というのがござ

いまして、それの活動の評価を受けると

いうことで、それを公表していくという

ことなんですね。

　むしろ、その活動の中で評価を受ける

わけですけれども、それがその場で終わ

らずに、継続的な改善ということで、３

年後には、また改めてその登録申請を行

うということで、その活動なども見直し

ながら、継続して改善していくという取

り組みです。

　ですから、これが、取得後１年で終わ

るとかというものではなくて、その目標

に向けて継続して行っていくというのが

エコアクション２１だと私は解釈してお

るんですけれども。

　その後、ある程度、エコアクション２

１そのものについては、中小企業とか公

共施設そのものにも取り組みやすいシス

テムでございますので、市内の中小企業

ですね、ごみに係りますいろいろなもの

に対する事業所に、そういうエコアクショ

ン２１の取り組みそのものについても呼

びかけていければなというふうに考えて

おりまして、今度、その率先行動として、

環境センター、環境業務課、それから、

リサイクルプラザの中の活動も公表しな

がら、将来的には呼びかけていきたいな

というふうに考えております。

○安藤委員長　上村委員。

○上村委員　そしたら、３回目させてい
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ただきます。

　まず、地域活性化補助事業ということ

で、今、答弁ありましたけれども、やは

り現在やっていることに本当に問題はな

いのかという起点も必要ではないかなと

思ってますし、やっとるところは、たく

さん、喜びながらやってると思うんです

けれども、それ以外、やっぱり問題点も

あるのではないかなと思ってますし、こ

の制度が始まって１０年近くなりますよ

ね。やはり一度ここで、もうマンネリ化

しておるところもありましょうし、一度、

もう一遍、再構築ね、一遍廃止して、新

しい制度に持っていくような、そういっ

た観点も必要ではないかなと思っており

ます。

　だから、このコミュニティ活動基本法

という国の方で動きがありますけれども、

やはり摂津の今の地域活性化事業も、一

度見直す時期にきとるんではないかなと

思う。今だったら、それは既得権みたい

な形になってずっと続いてますけれども、

やはり一遍それもう廃止しますと言った

とき、どういう反響があるかとか、そう

いう評価もしていただかないと、やはり

その事業のありがたみとか、いや、もっ

とさらにやりますというところも出てく

るんではないかなと思っとる。ずっと今

までみたいに流れ的にやっていきますと、

そのことがもう当たり前みたいなことに

なってて、当初の意識、目的もだんだん

薄らいでくるんではないかな。そういっ

た、一遍やめますみたいなアクションも

必要ではないかなと思ってます。

　そういった取り組みが、今後求められ

てくるんではないかなと思ってますし、

それが地域活性化につながるいい方法に

なるんじゃないかなと思ってます。

　コミュニティの施設ということで、コ

ミュニティセンターを安威川以南にとい

うことで本会議でも質問ありましたけれ

ども、地元のコミュニティの活性化のた

めの支援ということであれば、そういう

ことも必要ではないかなと思ってますし、

さらに、そのやっぱり中身が、ソフトが

きっちりしていかなかったら、設備をつ

くっても意味がないという気がしますの

で、そのための、やっぱりそういったコ

ミュニティ活動を摂津市でバックアップ

していくために、やっぱり一度この地域

活性化補助事業というものを根本から見

直すような取り組みが、２０年度の中で

できないかなと。次の総合計画の中には

そういったことも入れながら、次の世代

の摂津の住民自治のあり方というものを

考えていく必要がきてるんじゃないかな

と思って、このことについて、これは政

策判断も入りますので、よろしくお願い

します。

　次に、特定健康診断の件につきまして

ですけれども、これは、制度がかわって、

僕も、担当者が大変だという気が、重々

わかります。ましてや市民は一緒なんで

す、市民は今までどおりきてますから、

ただ、役所の中の制度がかわったんで、

担当者もそれに応じて、お金もきっちり

出どころを明確にしておかねばならない。

市民は、受ける方は、別にお金の出どこ

ろ、どこで変わろうが一緒なんで、しか

し、役所という公的、税金も使うという

ことで、きっちり出どころを明確にする

ために、そのことがやっぱり市民に迷惑

になったらだめなんです。それが起こら

ないように、市の対応としてきっちりし

なければ、そこが非常に市の職員が苦労

されているところかなという。やっぱり

市民に対して、そういう迷惑かからない

ように、きっちり職員に対応するという

ことで、非常に大事なことですし、気苦

労もあると思います。やはりそこはリー
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ダーの方がきっちり支援することも必要

ではないかなと思ってますし、当然、こ

れは佐藤部長も十分認識されとると思い

ますけれども、そこら辺について、ちょっ

と意気込みというか、どういうふうにと

らまえておられるのか、ちょっとそこを

お聞かせ願います。

　温暖化については、そういう答弁あり

ましたけれども、やはりこれからの地球

的な注目を浴びてるこの地球温暖化につ

いて、洞爺湖サミットがありますし、１

４日にはＧ２０と言うてましたね、新聞

では、前段の会議があって、７月に向け

ていくんだという、もうそういう動きが

温暖化に対してはあるわけなんで、摂津

も、南千里丘の開発の中で、エコクレジッ

トの導入をするという、世界でも先進的

な取り組みをされている。その摂津市が、

やっぱり地球温暖化に対してはこういう

取り組みをしてますということも、ＰＲ

していく必要もあるんではないかなと思っ

てますし、やはり豊中市が、ＣＯ２、２

０５０年、７０％というとてつもない数

字を掲げましたけれども、政府は、２０

５０年に５０％削減という、これは数字

を出してましたけれども、摂津は、２０

１０年に５％という数字がありますけれ

ども、やっぱり２０５０年に向けて何を

していくかということをきっちりしてい

かなければ、今、エコオフィス推進プロ

Ⅱグラム　、これも５％ですけれども、非

常に責任の所在が不明確なんです。これ

達成できなかったらどうなるんかという

ことを、５％達成しなかったらどうなる。

別に、市民に迷惑かけるわけでもないし、

だれも責めるというか、責任をとる、議

会で５％に対して、我々が厳しく言うぐ

らいで、市民に対しては何も迷惑かけて

ないんで、そういうチェックの甘さがあ

るんですけれども、しかし、これは地球

という観点から見ると、達成できなかっ

たら非常に迷惑かけるということはあり

ますけれども、やはりその責任がきっち

り明確になっとかないところもあります

し、これはやっぱり本部長のやる気しか

ないんですよね、だから。本部長のこだ

わりしかないし、本部長は市長ですよね、

これ。本部長は市長です。だから、市長

のこだわりしかないんですよ、これは。

そのことしか、もうやる気しかないんで、

市長は、やる気、元気、本気なんで、こ

だわりを持ってやってくれると思います

けれども、そういったためにも、やはり

これも副本部長おられますので、この地

球温暖化に対して、摂津市の取り組み、

今後についてどういう方向性を持ってお

られるのかということについてお聞かせ

願います。

　その農業振興と保育所と、地産地消と

いうことでは、２０年度からは鳥飼なす

を新たに保育所の中にも入れていただく

という、初めて聞きましたので、そういっ

た形でも、鳥飼なす以外でも、摂津市で

栽培できそうな食材があれば、ぜひどん

どん連携しながらやっていただきたいと

いうことで、それが、しいては農業振興

にもつながりますし、ましてや、保育所

の食の安全、健全育成ということにもつ

ながりますので、そういった取り組みを、

同じ委員会の所管するところであれば連

携とりやすいんではないかなと思います

し、教育委員会等々も、農業振興につい

ての連携もとりながら、ぜひやっていた

だきたいなということは要望しておきま

す。

　以上、私の質問を終わります。

○安藤委員長　答弁を求めます。

　紀田部長。

○紀田生活環境部長　地域活性化の中で、

地域活性化助成金を平成１０年度実施し
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てから、まさしく委員ご指摘のとおり、

平成２０年で１０年を越えるということ

になっております。

　そういった流れの中で、やはり事業を

見ておりますと、大体似たような事業を

同じ地域ではされているのかなというふ

うに思っております。ただ、それが一概

的に否定するものかどうかと申し上げま

すと、やはり継続することによって参加

者がふえていったりとか、意識が深まっ

ていく、そういった面もあろうかと思っ

ております。例えば、医者の治療法でショッ

ク療法というようなこともあるというふ

うには聞いておりますが、それが果たし

て副作用を伴わないということであれば

いいんですが、こういうような形で地域

で取り組んでおられるようなことを、は

い、ことしから廃止しますというような

形のショック療法がいいのかなというふ

うな、そういう疑問も持っております。

　ただ、地域でその課題がないかどうか

ということになりますと、やはりその自

治会の加入率の低下であるとか、入って

おられても、やはりその自治会の役とし

て当たると、やっぱり生活に負担がかか

るから、ちょっと自治会をやめさせてほ

しいと、そういったような声も聞いてお

ります。

　そういう意味で言うと、やっぱりコミュ

ニティ単位の、国の方で活動基本法が検

討されておられるようなんですが、やは

りそこら辺も着目された上で、これから

のコミュニティをどうつくっていくか、

そういうようなことも基本に据えた上で

の政策判断だというふうに思います。

　私どもも、やはりそういった地域の課

題ということにつきましては、自治会さ

んとお話させていただきながら、何とか

自治会加入率を高めるような努力も重ね

ているわけですが、なかなかこれといっ

た切り札がないというのも事実でござい

ます。

　ただ、今後の社会の流れを見ますと、

やはりリタイアされた方が、どんどん地

域でいろいろな役割を担っていただける、

そういうようなことも予測されますし、

ただ、それを、私どもとして傍観してい

るということではなくて、やはり市の職

員も、この市役所なり壁を取り払った中

で、どんどん地域に出向いていって、そ

んな地域の活動をいろいろ支えるような

活動を展開しながら、やはり金銭でない、

やっぱりもっと人間関係を細かくしなが

ら、市民自治を高めるとか、そういう市

民参加を募っていく、そういうような手

法が我々のとり得ることかなというふう

にも思いますので、そこら辺、これは、

ただ単に自治振興課だけでなしに、例え

ば、環境業務課の方でも、その地域担当

というのを設けて、ごみ減量の啓発に出

向いたり、いろいろな課題に対して、直

接地元に出ていってというような活動も

広げておりますので、それが全庁的な対

応をとることによって、市民にもアピー

ルしながら、できるだけ地域の活性化も

含めて取り組んでまいりたいというふう

に思っております。

○安藤委員長　佐藤部長。

○佐藤保健福祉部長　特定健診への移行

があと二十日ほどで始まるわけですが、

これまで、市の方で実施してまいりまし

た市民総合健診、これから、この特定健

診にかわっていくという中で、さまざま

な変更が起こってきているという中で、

若干、答弁が長くなるかもわかりません

が、全体、仕組み的なことをご説明させ

ていただいて、ご理解を得たいなという

ふうに考えております。

　まず一つは、これまでの市民総合健診、

基本的には、１６歳以上の市民の方々を
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対象に、市の健康推進課が窓口になって

実施をしてきたと。実際の実施機関は、

摂津市の医師会を経由して、市内の医療

機関で実施する部分と、市の保健センター

で行う分の二通りだったわけです。

　そういう意味で言うと、お金の流れと

いうのは、あくまでも市からいわゆる医

師会へ流れる分、市からいわゆる保健セ

ンターへいく分という二つの流れ。

　なおかつ、もうちょっと詳細申します

と、いわゆる医師会の部分については、

実施の件数に単価を掛けた部分が委託料

として流れる。保健センターの部分につ

いては、いわゆる保健センターのグロス

の委託料の中で、市民健診部分を一定に

なっていただくという形態だったわけで

す。ところが、この４月からは、現在、

市の方で考えておりますのは、基本的に

は、これまで実施してきた１６歳以上の

方々は、基本的にカバーできるような取

り組みをしたいという基本の中で、国の

方から、この特定健診の一定の基準が出

されておりますから、それぞれの保険者

で担うもの、市の方である程度カバーせ

ざるを得ないものという見きわめをする

中で、今回、国保特会で、いわゆる市が

医療保険者になってます国保の部分、そ

れと、いわゆる医療保険者の特定健診で

漏れる部分、これは、漏れる部分につい

ては、国の方は、要は、１年後に受けて

もらったらいいという見解なわけですが、

現実、これまで市の方で対応してきた部

分がありますので、この部分は、健康推

進課で、先ほど、次長の方からもご答弁

申し上げてますように、その他健診とい

う形でカバーできる体制を組んでいきた

いということで、今回、予算計上してい

るということでございます。

　それから、そうなりますと、具体のそ

の他健診いうのは何ぞやということにな

るわけでございますが、まず、一つは、

生活保護世帯に対する健診ということで

す。というのは、いわゆる生活保護世帯

については、医療保険に所属しておりま

せんので、ですから、この方々の特定健

診は、基本的には、言えば、生活保護法

上で、医療扶助として対象に見込んでお

りませんので、現行のままでは、生活保

護世帯は除かれてしまうということにな

りますので、これらの方々への健診機会

をやはり保障したいということが１点。

　それから、いわゆる医療保険者の特定

健診、これは、すべての医療保険者に、

保険の本人、扶養家族の方、全部、健診

義務が生じているわけですが、盲点が１

点だけございまして、これは、いわゆる

４月１日現在に医療保険に属している方

が対象になっていると。そうなりますと、

例えば、国保のレベルで説明いたします

と、４月２日以降に、茨木市から摂津市

に引っ越してきた方、これは、実は、そ

の年度時は、摂津市の、いわゆる４月２

日に摂津の国保の被保険者になっても、

摂津の国保の特定健診の対象から除外さ

れてしまうという仕組みになっているわ

けです。

　例えば、４月１日には摂津の国保に入っ

ておって、５月に会社勤めをして、社保

に切りかわったと、こういう方も除外さ

れてしまうと、こういうような仕組みに

なってますので、同じ市民であっても、

特定健診の機会が当該年度中奪われてし

まうケースが出てくるということで、こ

の二つの部分を対象に、ある程度、健診

の機会を、市として一般施策として保障

していきたいという考えをいたしており

ます。

　それから、いわゆる１６歳から４０歳

までの部分、若年者健診の部分でござい

ますが、いわゆる国保に加入されている
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方は国保の方で面倒を見るわけですが、

社保の扶養の方で、１６歳から４０歳ま

での方については、いわゆる社保の医療

保険者の義務がありませんので、この部

分についても一般施策として持っていき

たいと。

　それから、当然のごとく、４０歳から

７４歳までについては、それぞれの医療

保険者の方で対応すると。また、７５歳

以上については、この４月から発足する

後期高齢者の広域連合の方で対応すると。

そういう形でやりまして、個別の具体の

部分で申しますと、非常にややこしい話

にもなるんですが、いわゆる１６歳から

４０歳までは、国保の分と一般施策とし

て対応する部分が生じてくる。４０歳か

ら７４歳までについては、国保といわゆ

る医療保険者の特定健診から除外される

方々の部分は一般施策として持つ。７５

歳以上については広域連合で持つという

ような形で、細切れになって、それぞれ

対応が分かれてまいりますので、ただ、

いずれにいたしましても、あくまでも摂

津市民という観点で、できるだけ健診機

会の漏れ落ちのないような形で対応した

いと。

　それから、また、あわせまして、具体

の国保の部分で申しますと、これまでは、

市内の医療機関ないし保健センターとい

うようなことで健診を実施してきたわけ

ですが、５年後には６５％の受診率のペ

ナルティーがかかるということも政府の

方から明らかにされておりますので、そ

ういう部分も含めて、やはり健診機会を

拡大して、一人でも多くの方に健診を受

けていただけるような取り組みをしたい

というようなことで、実は、大阪につき

ましては、大阪府下４３市町村が、大阪

府の医師会と契約を結びまして、実は、

この４月１日付の契約になろうかと思う

んですが、本市森山市長が代表者になっ

て、医師会と４３市町村一括のこういう

特定健診の契約を結んで、大阪府内のい

わゆる契約医療機関である、どこでも同

一単価で受診できるような形にやってい

くというような取り組みもしながら、で

きるだけ、これまでの健診を受けてこら

れた方々の健診機会が奪われることがな

いように、また、できるだけ、この特定

健診の受診率が向上するように取り組ん

でまいりたいというふうに考えてますの

で、よろしくご理解を賜りたいというふ

うに思います。

○安藤委員長　副市長。

○小野副市長　地域活性化事業について

は、今、紀田部長から答弁いたしました

けれども、ちょっと補足いたします。

　委員ご指摘されてるように、この当初

の発足から私も横におりましたので、た

しかこれは３年間で、一定の見直しを含

めた形をするという形で答えてやったも

のだというふうには理解しております。

　そして、その当時、地域からふつふつ

とそういう熱き思いがあって、何とか市

長してくれというものではなくて、当時

の、むしろトップの方の熱き思いで、こ

れも必要なんだと。それについて、議会

の方からも、そうであれば、３年間の間

に実績を見た上で、それでもう一度議論

すべきではないかと。ところが、今言わ

れたように、一たん地域におろしますと、

なかなかこういう制度は見直しができな

い。今日まで、行革の観点からも、費用

対効果でこの活性化補助金を見直しすべ

きという議論の中で、私も相当これ議論

をした経過は今でも覚えております。し

かし、なかなか一朝一夕にこれをいきな

り廃止とかそういったことが難しいと。

やっぱり根づいておるということを議論

した経過があります。
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　もう一つは、この活性化補助金が、当

初の予測どおりにすべてがうまく動いて

おるかということは、私は、それはなか

なか言い切れないなということも実感と

して持っております。

　そういったことで、２０年度は、この

ことについて動かしていかざるを得ない

と思いますけれども、一度、これからの、

今ご指摘の、そういう法的な問題だとか、

住民自治であるとか、地域自治、それか

ら、地域の問題、課題は地域で整理して

いく、安威川以南の地域コミュニティの

問題も出てまいりますし、紀田部長が言

いましたように、一気に団塊世代の退職

者が地域に帰っていく、それを地域で活

用される、それらの総合的な問題の中で、

やはり頑張って地域活性化をやっておら

れる地域もたくさんあるわけですから、

やはりそれ一遍、問題提起をきちっとで

きるように市でまとめて、もう少しこう

いうふうにしていきたい、こういうふう

にしてやらせてほしい、こういうリニュー

アルしたいというようなことを前から議

論しておりますので、その点は、一部抜

けておることがありますから、それは難

しさはありますが、この２０年度の中で、

一定庁内議論をした上で、今、委員ご指

摘されたように、これは、自治振興課と

か我々だけのことでなくて、もう少し広

い、地域にかかわっていることがたくさ

んありますから、これ、私の方で、一度

この議論をきちっとしてみたいなと。そ

して、地域がもう少し活性化するような、

自治会管理の問題は前から言われており

ますから、そういったものもうまくいけ

るような方策がないか、これは、一度、

課題としてとらまえさせてほしいなとい

うふうに思います。

　それから、もう一つの、環境問題であ

りますけれども、ご承知のように、この

２月２３日の夕刊に、日経の一面に、南

千里丘のこれが出ました。日経でありま

すから、相当影響力があっただろうなと

いうふうには思います。

　それで、生活環境部の方でごみ減量、

これ答弁いたしておりますように、府下

ナンバー１であるとか、環境家計簿の問

題であるとか、エコに対する形であると

か、エコアクション２１であるとか、様々

な取り組みしていこうと。

　それから、トップダウン言われました

けれども、例えば、職員の車をどうする

かという問題は、今まで２０日、２１日

のノーマイカーデーでいろいろな議論が

何か進まなかったと。これも市長の方で、

やるならやろうと、きちっとやろうとい

うことで、いろいろ問題ありましたけれ

ども、職員組合とも協議する中で、市民

に求めていくまでに、職員のこの問題を

どうするかということで、一定の解決を

図ってまいりました。

　それで、私が思いますに、そういう形

をやる場合に、先ほど言われたように、

きのうも総務常任委員会であったんです

が、総合計画の四つの視点ということで

担当が答えておりました。いいことを言っ

ておりました。それは、総計が財政裏づ

けがないものになってはならない。そし

て、だれがつくったかわからないもので

あってはならないと。議会を巻き込む、

市民を巻き込む、まず職員が、その総計

のきちっとした自分のビジョンを持ちな

がら、いかにそれに取り組めるかという

計画をすべきだということを、このこと

の四つの視点を言っておりました。

　その中で、ある委員さんが、例えば、

多治見市でしたか、ああ、そうだ思った

んですね。多治見市が、本当に環境問題

の関係をやるんであれば、すべての施策

の中に、その担当部長か課長が必ず横に
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おるんだよという議論がありました。私

は、それは一つの視点だというふうにき

のう思っておりまして、こういうことを

やるときに、縦割り行政の中で、先ほど、

市営住宅言われましたけれども、そうい

うことが根づいておらないと、縦割り行

政の中で進められるという節はあるわな

と。それで、この地球温暖化の問題でこ

ういうことをやっていくとなれば、ここ

からどうやってまちに出していくのとい

う議論もありました。そうしますと、こ

の総計に位置づけるときに、きちっとそ

こを位置づける仕組みづくりの中でだめ

だなというのが一つ。これ一遍考えてみ

ようということが一つ。

　それから、もう一つは、一つ一つの施

策を私どもで議論したときに、必ず環境

の意見聞いたかと、環境を通してこいと、

こういうことを常にやっておかないと、

必ず、日々動いておりますから、抜けて

しまう可能性があるなと。こういうこと

を一つ一つ積み重ねていくことが非常に

大事ではなかろうかなと。きのう、総務

常任委員会でたまたま聞いておりまして、

私、きょう初めてそういうこと言うんで

すが、これはひとつきちっと総計での位

置づけと、個々の施策におけるエコの位

置づけは、こういうものがあるだけに、

これは民間が主体でやりますが、市の主

体でやるときに、これとは全く違う形で

出たんだったら、これは本末転倒であり

ますから、きのうの総務常任委員会で聞

いておりましたら、そこのシステムづく

りを、簡単に言えば、このことは、生活

環境部、環境対策課と議論してきたかと、

エコの視点は入っておるのかというよう

なことを、これは、私、たまたま聞いて

おって、そういうことを部長会で今まで

言わなあかんこと、もう一度、システム

づくり、総計のときにつくるときの一つ

のシステムとして、これは根づく、息吹

かせるということは非常に大事だなと思っ

ておりましたので、そういうことも一つ

考えながら進めていきたいなと言うのを

実感として持っているということでござ

います。

○安藤委員長　ほかに、質疑ございます

か。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○安藤委員長　それでは、以上で質疑を

終わります。

　暫時休憩します。

　　（午前１１時３６分　休憩）

　　（午前１１時３８分　再開）

○安藤委員長　再開します。

　議案第７号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　南野委員。

○南野委員　それでは、歳入に関しまし

て、１点お聞きしたいと思います。

　予算書の５ページ、退職金共済掛金に

ついてでございます。

　掛金の予算額が、昨年、一昨年と比較

して、減額が続いておりますが、これは

会員数の減少によるものだと認識してお

りますが、昨年の１１月の決算の委員会

では、会員拡大に向け努力していくとい

うことでありましたが、その後の取り組

みと、それによる成果がありましたら、

ここでお聞かせ願いたいと思います。

○安藤委員長　藤井課長。

○藤井産業振興課長　南野委員からの共

済会員の拡大に向けた取り組みとその成

果についてご説明申し上げます。

　産業振興課におきましては、年一回、

広報紙における商工特集号を、市内約４，

０００社に送付しております。

　平成１９年度の特集号は、１０月１５

日号で、その際に、パートタイマー単独
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の勧誘チラシを作成、同封し、その後、

事業所からの問い合わせに対しましては、

担当者が訪問いたしてまいりました。

　その結果、１０月上旬で２０４名であ

りました会員数が２４０名までに回復し

ております。ただ、現在は、退職シーズ

ンでもありまして、２３１名になってお

りますが、４月に入りましたら、各事業

所での新たなパート就労者も見込まれ、

あわせて総会シーズン等に入り、各事業

所とのかかわりもふえてまいりますので、

引き続き、制度の周知、勧誘に努力して

まいりたいと思います。

○安藤委員長　南野委員。

○南野委員　ご答弁ありがとうございま

す。

　４月１日からは、パートタイマー労働

法が改正されて、パートタイマー労働者

が働きやすい環境づくりが一層求められ

る中、労働者福祉の面からも、当制度は

有意義なものでありますので、どうか、

引き続き、利用拡大を図られますよう、

よろしくお願いしておきます。要望とし

ておきます。

○安藤委員長　ほかにございませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○安藤委員長　以上で質疑を終わります。

　続いて、議案第４２号の審査を行いま

す。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　質疑ございませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○安藤委員長　質疑なしと認め、質疑を

終わります。

　暫時休憩します。

　　（午前１１時４２分　休憩）

　　（午前１１時４３分　再開）

○安藤委員長　再開します。

　議案第２５号及び議案第２６号の審査

を行います。

　本２件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　南野委員。

○南野委員　議案第２５号、摂津市犯罪

被害者等支援条例制定の件についてでご

ざいます。

　初めに、犯罪被害者が泣き寝入りしな

い公正な社会を目指せるよう、本市にお

きましても支援条例を制定されたことは

高く評価いたします。

　ここで、２点お聞きしたいと思うんで

すけれども。

　１点目に、市の責務として、第４条の

第２項にあります、市は、犯罪被害者等

の支援のための、施策が円滑に実施され

るよう、関係機関等との連携協力に努め

なければならないとありますが、この関

係機関等とはどのような機関か、また、

どのような連携体制であるのか、お聞か

せいただきたいのと、２点目に、次です

ね、市民等の責務として、第５条にござ

います、市民及び事業者は、犯罪被害者

等の名誉または生活の平穏を害すること

のないよう十分配慮するとともに、市及

び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援

に協力するよう努めなければならないと

ありますが、具体的にどのようなことに

対しての支援の協力なのか。それと、市

民及び事業者とありますが、ここで言う

事業者とはどのような事業者であるのか、

お聞かせ願いたいと思います。

　以上で１回目終わります。

○安藤委員長　大場次長。

○大場生活環境部次長　支援条例の第４

条の第２項ですが、関係機関等というこ

とでございます。これは、定義のところ

の３号に、関係機関等というふうに書い

ておりまして、これ、国、大阪府その他

関係機関、それから、犯罪被害者等の支
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援を行う民間の団体、その他関係する者

を言うということで、その中の、その他

関係機関とは書いとるんですけれども、

これは、保健所であるとか、警察である

とか、犯罪被害者の支援協議会であると

か、いろいろな団体がございます。あと、

民間の団体としましては、ＮＰＯの大阪

被害者支援アドボカシーセンターという

のがございますが、そういう団体になろ

うかと思います。

　それと、関係機関との連携でございま

すが、これは、まさしく犯罪被害者の窓

口になります、市のＯＢ職員が相談を受

けたり、助言したりということになろう

かと思うんですけれども、その中で、役

所内の、虐待関係、ＤＶ関係、福祉関係、

健康推進関係、いろいろな関係課との連

携、また、市内の自治会なり民生委員さ

んとの連携ということになってこようか

と思います。

　それと、第５条の、市民等の責務の、

この支援の中身でございますが、これは、

市民の方については、この条例をつくり

ます上での検討会も開かせていただいた

んですけれども、その中に、全国犯罪被

害者の会の幹事の方も入っていただいて、

当事者といいますか、犯罪被害者の当事

者の方にも入っていただいたんですけれ

ども、その方のご意見もございました。

やはり犯罪被害に遭った直後については、

付近住民の方の援護といいますか、理解

が大変助かると。例えば、食事、お握り

御飯一つでも非常に助かると。例えば、

葬式のときの着がえだとかそういうふう

なことで助かるというふうなこともござ

いましたので、そういう市民の方の犯罪

被害者に対する支援のことを責務として

上げております。

　それと、市民及び事業所につきまして

は、これは、第１０条の就業の支援にも

ちょっとひっかかってくるんですけれど

も、基本的には、市内の事業者というん

ですか、会社というんですか、個人の事

業者も含めてにはなりますが、当然、市

外の事業者についても啓発するというよ

うなことも係ってくるんですけれども、

基本的には、事業者というのは事業主と

いいますか、会社の事業者ということに

なります。

○安藤委員長　南野委員。

○南野委員　ご答弁いただきまして、わ

かりました。

　犯罪被害者等にとりまして、より身近

な公的機関であります本市の取り組みが

非常に重要であると考えます。

　関係機関等との連携を慎重にとってい

ただきまして、犯罪被害者等が被害を受

けてから、再び平穏な生活を取り戻すま

での間、途切れることなく支援を行って

いただきますようお願いしておきます。

要望としておきます。

○安藤委員長　山崎委員。

○山崎委員　何点かお伺いしたいと思い

ます。

　まず、２５号の８条、９条、日常の生

活支援、家賃等の補助の中身、これ要綱

でということ、おとといの委員会で伺い

ました。実施は７月ということですが、

要綱は議会に諮ってこないと思いますの

で、それまでに委員会、全員協議会など

に示していただけるのかと思っておりま

す。それをちょっとお聞きしたいと思い

ます。

　ですから、ちょっと意見も入れておき

たいと思うんですが、まず、国の指針に

あるということなんでしょうけれども、

家事支援に、一部自己負担金がかかると

いうことも、おとといわかりました。こ

の自己負担がかかるということについて

のお考えを聞かせていただきたいと思い
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ます。

　それと、一番問題なのは、支援を行う

対象の規定だと思うんですけれども、要

綱、規定で定められることになると思う

んですが、現在どのように考えておられ

るのかお聞かせください。

　見舞金の場合は２５号の方で、規定が、

殺人、傷害の事件に限っているようなん

ですけれども、傷害の程度については規

定がありません。軽傷でも１０万円の支

給があるのか、制限を加えていくのか。

おとといの委員会では、災害見舞金と同

じように、全治１か月ということにも触

れたかと思うんですけれども、今回、同

時に後から出てくる２７号の災害見舞金

には規定があるんですけれども、２６号

の規定にないというのは、これは盛り込

む必要があるんではないかと思うんです

が、お考えをお聞かせください。

　そして、２５号の条例の方で、これが

すべての犯罪被害者を想定しているんで

あれば、例えば、窃盗の被害、こういう

のにもかかってくるということになれば、

この被害額の額ですとか状況で、被害者

の方への生活に及ぼす被害状況、変わっ

てくると思うんです。盗まれたお金の性

格というのもあるんです。例えば、運用

目的で借りてきて、置いておいたお金が

取られた。もしくは、預かったお金が被

害に遭われたという場合は、使うお金も

なくなり、借金も生むというような二重

の被害に遭われるということにもなるの

で、単純に被害額で線引きというのも難

しいと思うんですけれども、この辺のお

考えもお聞かせいただければと思います。

○安藤委員長　大場次長。

○大場生活環境部次長　７月実施という

ことで、要綱が示せるかどうかというこ

とでございますが、現在、法制文書課等

とまだ要綱の調整をしておりまして、基

本的な事項については大体決めておりま

すが、まだ完成したものが今できており

ませんので、できるだけ実施までの早い

時期にお示ししたいと考えております。

　それと、自己負担で、ヘルパー派遣、

いろいろな施策が三つほどあるんですが、

その中の、自己負担につきましては、や

はり他市の先進都市といいますか、杉並

区の方でも、ヘルパー派遣につきまして

は、費用負担をかけておられますという

事例がございましたし、また、ヘルパー

派遣の場合、介護保険であっても、高齢

者の日常生活支援であっても、障害者自

立支援法であっても自己負担をされてい

るというふうなことで、一定、そういう

考えに基づきまして自己負担をお願いし

たいと考えております。

　それと、殺人、傷害というような規定

でございますが、一応、傷害の場合は１

か月ということで、これは、第２６号の

見舞金条例の第２条の第２項の、犯罪被

害の場合は、全治１か月以上というよう

なことで上げております。これにつきま

しては、おとといもご答弁申し上げたん

ですけれども、この見舞金につきまして

は、国の犯罪被害者等給付金の支給に関

する法律というのがございまして、その

中でも、１か月というふうなことで規定

をしておりますので、それに準じた形で

あわさせていただきました。この問題に

ついても、検討会の中で若干議論がござ

いました。今現在の福祉の見舞金が、例

えば、今でしたら十日以上とかいうこと

がございましたが、委員の中からも、例

えば、余り短い期間で統括すると、何ぼ

でも出てくるといいますか、ある程度重

傷といいますか、１か月ぐらいの期間を

決めた方がというような意見もございま

したし、全国各市の条例制定をやってい

る市を調査しましたが、全国３６ほどの、

－�25�－



犯罪被害者の見舞金オンリーですか、そ

ういう条例をされておるところがござい

ました。その３６市町村のほぼ６割ぐら

いが、やはり１か月以上というようなこ

とで決めておられるという調査も検討会

の方で報告させていただいた中で、１か

月というふうなことで決まりました。

　それと、すべての犯罪被害者になるの

かというようなことで、一応、支援条例

につきましては、犯罪等の定義のところ

で、犯罪及びそれに準ずる心身に有害な

影響を及ぼす行為ということで、これに

つきましては、大阪府の指針でも、国の

基本法でも書いておるんですけれども、

これと同じにあわせていただいたんです

けれども、犯罪とはというようなことで、

犯罪とは、殺人、強盗、放火、強姦、傷

害、業務上過失致死等ということで、刑

法、その他我が国の刑罰法令に触れる行

為を意味するというようなことで、これ

に準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為

とはということを書いておりまして、犯

罪ではないが、これに類する同等の行為

であって、行為の相手方の心身に有害な

影響を及ぼすような性質を有する行為を

言うというようなことで、基本法の方で

は、すべてのといいますか、軽傷であっ

てもというふうなことで、財産犯も全部

の犯罪が入るというようなことの定義で

ございまして、見舞金につきましては、

また別に定義が、犯罪行為というような

ことで書いております。これは、先ほど、

犯罪被害者等給付金の支給等に関する法

律と同じような定義になっております。

　それで、ここについては、ある程度、

見舞金の支給については絞るというふう

なことで、支援条例で行きますと、身体

犯とか経済犯とかすべてに入ってくるん

ですけれども、やはり現金給付というこ

とになりますと、ある程度、身体障害に

対する故意犯というようなことで規定を

せざるを得ないかなということでなって

おります。

　ただ、見舞金の、犯罪行為については、

過失を除くというようなことで、交通事

故とか業務上過失致死につきましては除

いておるわけでございますが、定義につ

きましては、すべてというようなことで

いきますと、支援条例と見舞金と、若干

その対象者が変わってくる、定義が変わっ

てくるということでございます。

○安藤委員長　山崎委員。

○山崎委員　犯罪被害者の規定のところ

ですけれども、やはり線引きはきちんと

してもらわないと難しいと思うのがある

んですが、単純等、ただ単なる窃盗であっ

ても、金額が大きかったら、ショックで

寝込んだので、家事派遣をしてほしいと

かいうようなことにもだからなってくる

と思うんです。理念は非常に評価できる

と思うんですが、制度があっても、その

条件が厳し過ぎるというのもしんどいと

思うんです。困っているのに、非常に使

いたいけれども、これは規定で断ります。

つまり、例えば、被害者の方が、窓口で、

もうちょっとけがしてこいと言うんかい

というような話になっても困りますし。

逆に、不正ではないにしても、ちょっと

要らん部分でもやってもらえるんならやっ

てもらおうかというようなことになって

も困る制度だと思いますので、このバラ

ンスがしっかりとれる運用の制度をまた

示していただきたいと思います。

　示していただけるなら、委員会とか全

員協議会などにも出してもらえるという

ことで、先ほどの答弁よろしかったんで

しょうか。それだけちょっとお聞きして

おきます。

○安藤委員長　大場次長。

○大場生活環境部次長　要綱につきまし
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ては、法制文書課と整理ができ次第、ご

提示したいと思います。

○安藤委員長　紀田部長。

○紀田生活環境部長　特に、見舞金支給

の件なんですけれども、やはり私ども、

既に福祉の方で見舞金、これは犯罪も含

む対象で実施されておられましたが、そ

ういう運用もお伺いする中で、やはり非

常に判断が難しいと申しますのは、例え

ば、けんかで片方が被害を受けられた。

ところが、起因したのは、被害を受けら

れた方が最初のけんかのきっかけをつくっ

たとか、そんないろいろな事例を、なか

なか、そしたら、両方がお会いして話を

聞ければいいんですが、逆に、もう片方

の側からしか聞けないというような場合

もございます。そんな事例も考えると、

やはり一定何らかの線引きは必要かなと

いうふうなことを考えております。それ

については、一定、身体犯、なおかつ、

やはり全治１か月というようなことで、

これについては、要は、給付したら、金

欲しさ言うたらおかしいですけれども、

そういう方もあるやもしれませんので、

そこら辺の、まず最初のハードルは高く

しておいて、ただ、運営については、や

はりいろいろな実態をお伺いする中で、

一定それを緩めるということではなくて、

やっぱり精神的なサポートが、まずそう

いった被害を受けておられる方について

は重要だというふうに認識はしておりま

すので、金銭というよりも、やはり相談

対応という中で、できるだけ対応してま

いりたいというふうに考えております。

○安藤委員長　よろしいですか。

　ほかにございませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○安藤委員長　以上で質疑を終わります。

暫時休憩します。

（午後０時１分　休憩）

（午後１時　再開）

○安藤委員長　再開します。

　議案第２７号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　南野委員。

○南野委員　それでは、議案第２７号　

摂津市災害見舞金の支給に関する条例の

制定の件につきまして、１点だけお聞き

したいと思います。

　提案理由としまして、摂津市犯罪被害

者等見舞金の支給に関する条例との整合

性の確保を図るため、本条例を制定する

ものであるということでございますけれ

ども、現行の災害見舞金給付事業と比較

いたしまして、ちょっと確認させてもらっ

たんですけれども、これは、交通事故と

水死事故等が削除されてるかなと認識い

たします。

　その辺、どのような基準でなくなった

のか、この１点だけお聞かせ願いたいと

思います。

○安藤委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　それでは、ご答

弁申し上げます。

　交通事故につきましては、条例の制定

当時に比べまして、自動車損害賠償責任

保険、いわゆる自賠責保険などが充実す

るとともに、ひき逃げ、無保険者による

事故につきましても政府補償事業がござ

います。

　また、自賠責責任保険の目的につきま

しては、交通事故が発生した場合の被害

者の補償でありまして、自動車及び原動

機付自転車を使用する際に、保険加入が

義務づけられていることから、このよう

な、いわゆる強制保険の存在を前提とい

たしました交通事故につきましては、他

の、地震、風水害、火災などの災害と少

し同じレベルで論じることは難しいんで

－�27�－



はないかなというふうに考えております。

　さらに、交通事故の場合、その程度は

別といたしまして、当事者双方に過失の

ある場合が多いわけでございますが、自

動車安全運転センターが発行します、交

通事故証明書につきましては、事故の原

因、それから、過失の有無と、その程度

を明らかにするものではないことから、

どこまで、交通事故を災害という概念で

とらえるかということは非常に判断が難

しいところでもございまして、本来は、

やはり保険制度の中で対応されるべきも

のではないかというふうに考えておりま

す。

　また、水死事故につきましては、本市

の条例におきましては、市内のというふ

うに限られていることもございまして、

少しそれは見舞金の趣旨からしてもおか

しいんではないかなと思いますし、ここ

の第２条で上げてますのはあくまで例示

でございますので、ちょっとやはり、先

ほど申し上げましたように、地震、風水

害、火災などの災害と同等レベルで例示

として掲げるのは適切ではないというこ

とで、今回、条例改正に伴いまして廃止

させていただいております。

○安藤委員長　南野委員。

○南野委員　ご答弁いただきまして、一

定理解したんですけれども。

　私思うんですけれども、車の交通事故

に関しましても、自賠責保険と任意保険

入ります。自賠責は、これ必ず入らない

と車に乗れない保険ですけれども、例え

ば、もう自賠責保険にも入らなくて車に

乗っておられる人も中にはいてるかなと

思うんですけれども、その車で交通事故

が起こったという場合も一つ考えられる

のかなと思うんですけれども、それがちょっ

と僕はひっかかりますので、もしあれば

答弁いただきたいと思います。

○安藤委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　先ほどもご答弁

申し上げましたけれども、いわゆるひき

逃げあるいは保険に入っておられない方

が運転されて事故を起こした場合につき

ましても、政府補償事業という形で、被

害者の方に補償する制度がございます。

したがいまして、そういったことから、

今回、そういった方も含めまして、何ら

かの形での補償の制度がございますので、

改めて災害見舞金という形の対応は、重

なるのではないかということで廃止させ

ていただきました。

○安藤委員長　南野委員。

○南野委員　わかりました。ありがとう

ございます。

○安藤委員長　ほかにございませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○安藤委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

　　（午後１時４分　休憩）

　　（午後１時５分　再開）

○安藤委員長　再開します。

　議案第３号、議案第４号、議案第１２

号及び議案第４０号の審査を行います。

　本４件のうち、議案第４号、議案第１

２号及び議案第４０号については、補足

説明を省略し、議案第３号について補足

説明を求めます。

　佐藤保健福祉部長。

○佐藤保健福祉部長　議案第３号、平成

２０年度摂津市国民健康保険特別会計予

算につきまして、補足説明をさせていた

だきます。

　まず、歳入でございますが、８ページ、

款１、国民健康保険料、項１、国民健康

保険料、目１、一般被保険者国民健康保

険料は、前年度に比べ２．９％の減となっ

ており、収納率は、現年度分が９２％、

滞納繰越分は１３％を見込んでおります。
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　目２、退職被保険者等国民健康保険料

は、被保険者の減を反映し、前年度に比

べ６１．９％の減となっており、収納率

は、現年度分が９７％、滞納繰越分は１

８％を見込んでおります。

　なお、平成２０年度の医療分保険料は、

所得割料率を１０００分の６８．７、均

等割年額２万８，０８０円、平等割年額

２万２，６８０円、平均改定率はマイナ

ス１６．０１％。介護納付金分保険料は、

前年度と同率でございます。

　次に、新たに設けられました支援分保

険料は、所得割料率が１０００分の１５．

５、均等割年額６，７２０円、平等割年

額５，５２０円を見込んでおります。

　９ページ、款２、使用料及び手数料、

項１、手数料、目１、督促手数料は、前

年度に比べ０．９％の減となっておりま

す。

　１０ページ、款３、国庫支出金、項１、

国庫負担金、目１、療養給付費等負担金

は、前年度に比べ７．４％の減で、老健

拠出金、介護納付金の減額によるもので

ございます。

　目２、高額医療費共同事業負担金は、

前年度に比べ５６．２％の増で、高額医

療費共同事業拠出金の増に伴い、その４

分の１の法定負担分の増額を見込んでお

ります。

　目３、特定健康診査等負担金は、特定

健診、特定保健指導に係る法定負担分で

ございます。

　１１ページ、項２、国庫補助金、目１、

財政調整交付金は、前年度に比べ７．６

％の増となっております。

　款４、療養給付費交付金、項１、療養

給付費交付金、目１、療養給付費交付金

は、前年度に比べ５７％の減で、退職者

医療制度の廃止に伴い、被保険者が減少

することによるものでございます。

　１２ページ、款５、前期高齢者交付金、

項１、前期高齢者交付金、目１、前期高

齢者交付金は、６５歳から７４歳の医療

費の財政調整に係る交付金でございます。

　款６、府支出金、項１、府負担金、目

１、高額医療費共同事業負担金は、前年

度に比べ５６．２％の増で、先ほどの国

庫負担金でのご説明と同様に、高額医療

費共同事業拠出金の増に伴い増額を見込

んだものでございます。

　目２、特定健康診査等負担金は、特定

健診、特定保健指導に係る法定負担分で

ございます。

　１３ページ、項２、府補助金、目１、

事業助成補助金は、前年度に比べ３２％

の減。

　目２、老人医療波及分補助金は、前年

度に比べ２２．１％の減。

　目３、障害者医療波及分補助金は、前

年度に比べ１３．６％の減となっており

ます。

　目４、財政調整交付金は、前年度に比

べ４．３％の減となっております。

　１４ページ、款７、共同事業交付金、

項１、共同事業交付金、目１、高額医療

費共同事業交付金は、拠出額の増に伴い、

前年度に比べ５９．５％の増となってお

ります。

　目２、保険財政共同安定化事業交付金

は、拠出額の増に伴い、前年度に比べ９．

１％の増となっております。

　款８、繰入金、項１、一般会計繰入金、

目１、一般会計繰入金は、前年度に比べ

７．２％の減で職員給与費等繰入金及び

保険財政安定化支援事業繰入金の減が主

なものとなっております。

　目２、保険基盤安定繰入金は、前年度

に比べ０．６％の増となっております。

　１５ページ、款８、諸収入、項１、市

預金利子、目１、市預金利子は、前年度
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と同額。

　項２、雑入、目１、一般被保険者第三

者納付金、目２、退職被保険者等第三者

納付金、目３、一般被保険者返納金、目

４、退職被保険者等返納金は、過去の実

績を勘案し計上させていただいておりま

す。

　１６ページ、目５、雑入は、前年度と

同額を見込んでおります。

　次に、歳出でございますが、１７ペー

ジ、款１、総務費、項１、総務管理費、

目１、一般管理費は、前年度に比べ８．

３％の減、主に人件費の減によるもので

ございます。

　１８ページ、目２、連合会負担金は、

前年度に比べ１３．６％の減。

　目３、市町村部会負担金は、前年度と

同額となっております。

　１９ページ、項２、徴収費、目１、賦

課徴収費は、前年度に比べ４４．２％の

減で、平成２０年度から、保険料の特別

徴収が開始されることに伴い、負担の公

平を図るため、前納報奨金、口座振替奨

励金を廃止することに伴うものでござい

ます。

　２０ページ、項３、運営協議会費、目

１、運営協議会費は、前年度と同額。

　２１ページ、款２、保険給付費、項１、

療養諸費、目１、一般被保険者療養給付

費は、前年度に比べ５２．３％の増で、

６５歳以上の退職被保険者等が一般被保

険者に移行し、一般被保険者数が増加す

るための増で、一人当たりの療養給付費

費用額は、若人が約１７万７，０００円、

高齢受給者が約５２万９，２００円、未

就学児が約２４万８，２００円を見込ん

でおります。

　目２、退職被保険者等療養給付費は、

前年度に比べ６６．９％の減で、一人当

たりの費用額は約３８万５，０００円を

見込んでおります。

　目３、一般被保険者療養費は、前年度

に比べ５２．７％の増。

　目４、退職被保険者等療養費は、前年

度に比べ５５．６％の減で、これらは、

６５歳以上の退職被保険者等が一般被保

険者となることによる増減でございます。

　目５、審査支払手数料は、前年度に比

べ５．１％の増で、審査支払件数の増加

によるものでございます。

　２２ページ、項２、高額療養費、目１、

一般被保険者高額療養費は、前年度に比

べ２０．６％の増。

　目２、退職被保険者等高額療養費は、

前年度に比べ５７．４％の減となってお

ります。

　２３ページ、項３、移送費、目１、一

般被保険者移送費、目２、退職被保険者

等移送費、２４ページ、項４、出産育児

諸費、目１、出産育児一時金は、いずれ

も前年度と同額でございます。

　項５、葬祭諸費、目１、葬祭費は、前

年度に比べ１６．７％の減で、１件に当

たり、支給額を５万円に改定いたします

が、７５歳以上の被保険者が後期高齢者

医療保険に移行し、件数の減が見込まれ

るため、総額では減となるものでござい

ます。

　２５ページ、項６、精神・結核医療給

付費、目１、精神・結核医療給付金は、

前年度に比べ１２．２％の増で、支給件

数の増加によるものでございます。

　２６ページ、款３、後期高齢者支援金

等、項１、後期高齢者支援金等、目１、

後期高齢者支援金は、後期高齢者医療保

険の医療費に対する支援金、目２、後期

高齢者関係事務費拠出金は、後期高齢者

支援金等に係る事務費でございます。

　２７ページ、款４、前期高齢者納付金

等、項１、前期高齢者納付金等、目１、
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前期高齢者納付金は、６５歳から７４歳

の医療費の財政調整に係る納付金、目２、

前期高齢者関係事務費拠出金は、前期高

齢者納付金等に係る事務費でございます。

　２８ページ、款５、老人保健拠出金、

項１、老人保健拠出金、目１、老人保健

医療費拠出金は、前年度に比べ８９．２

％の減で、後期高齢者医療保険の開始に

より、概算医療費拠出金が減となるもの

で、目２、老人保健事務費拠出金も、前

年度に比べ９０．６％の減となっており

ます。

　２９ページ、款６、介護納付金、項１、

介護納付金、目１、介護納付金は、前年

度に比べ１３．４％の減で、前々年度精

算拠出額の減少に加え、第２号被保険者

数の減少に伴うものでございます。

　３０ページ、款７、共同事業拠出金、

項１、共同事業拠出金、目１、高額医療

費共同事業医療費拠出金は、前年度に比

べ５６．２％の増。

　目２、保険財政共同安定化事業拠出金

は、前年度に比べ１３．４％の増。

　目３、高額医療費共同事業事務費拠出

金は、前年度に比べ１９４．７％の増。

　目４、保険財政共同安定化事業事務費

拠出金は、前年度に比べ６５．２％の増

となっております。

　３１ページ、目５、その他共同事業事

務費拠出金は、前年度と同額となってお

ります。

　款６、保健施設費、項１、保健施設費、

目１、特定健康診査等事業費は、平成２

０年度から、４０歳以上の被保険者に対

し、生活習慣病に着目した健康診査及び

保健指導の実施が保険者に義務づけられ

たことによるものでございます。

　３２ページ、目２、保健衛生普及費は、

前年度に比べ２２．５％の減で、主に、

システム開発費の減少に伴うものでござ

います。

　３３ページ、款７、諸支出金、項１、

償還金及び還付加算金、目１、一般被保

険者保険料還付金は、前年度に比べ１５．

７％の増。

　目２、退職被保険者等保険料還付金は、

前年度に比べ２５％の減。

　目３、償還金は、前年度と同額となっ

ております。

　３４ページ、款８、予備費、項１、予

備費、目１、予備費は、前年度と同額と

なっております。

　以上、予算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

○安藤委員長　説明が終わり、質疑に入

ります。

　南野委員。

○南野委員　それでは、議案第３号、平

成２０年度摂津市国民健康保険特別会計

予算につきまして、４点お聞きしたいと

思うんです。

　先ほど、補足説明もありましたけれど

も、６ページの歳入に関してちょっとお

聞きしたいと思います。

　款の項目、これ１から９項目まであり

ます。ちょっと各項目、そんな前年度と

比べて増減少ないところもありますけれ

ども、ちょっとわかりやすく、こういう

予算計上されたという部分で、ちょっと

聞きたいなと思います。

　それが１点と、２点目に２０ページの

運営協議会費についてでございます。

　これは、どのような協議をされるのか。

また、過去の協議内容などお聞かせいた

だきたいと思います。

　３点目に、２４ページの出産育児一時

金についてでございます。

　新年度から実施と認識しておりますが、

里帰り出産のための償還払い制度を新た

に設けられるということでございますが、
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この制度を導入されることは、子育て支

援の観点から高く評価をいたしますが、

ここで、この制度について整理をちょっ

としておきたいんですけれども。

　市が直接医療機関に支払う、受け取り

代理制度と、その償還払い制度との関連

性。同じことを言ってるかなと思うんで

すけれども、あと、手続方法について、

どのようになるのかお聞かせいただきた

いと思います。

　それと、４点目に今回、主要事業とし

て上げていただいてたんですけれども、

１１月の被保険者証更新時から、個人単

位の被保険者証のカード化を実施します

ということでありますが、市民の方にど

のように配布などされるのか、どのよう

に計画されるのか、具体的にお聞かせい

ただきたいと思います。

　以上、４点、お願いします。

○安藤委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　それでは、まず、

１点目の歳入の項目別の説明ということ

でございます。

　まず、保険料につきましては、ご承知

のとおり、この２０年４月から後期高齢

者の医療制度が始まるということで、従

前、国保の被保険者でおられました７５

歳以上の被保険者が、国保から後期高齢

者に移行するということで、そこに見合

う保険料が減になっているかと思われま

す。

　次に、使用料及び手数料につきまして

は、保険料の納付に伴う督促手数料とい

うことです。

　国庫支出金につきましては、保険給付

費、一般の被保険者に係る保険給付費の

３４％部分が法定の国庫負担分という形

になっております。と同様に、介護納付

金や老健拠出金、後期高齢者の支援金に

ついても、一定３４％部分が国の負担と

なっておりますので、それらに伴う部分

を計上させてもらってます。

　次、４番目の療養給付費交付金につい

てでございますが、これにつきましては、

退職被保険者の制度に伴うものでござい

まして、退職被保険者の制度につきまし

ては、通常、退職者に係る医療費につい

ては、退職被保険者からいただく保険料

との差額部分を、この療養給付費交付金

という形で、診療報酬の支払い基金から

受け取る形になっております。

　先ほど、補足説明にもありましたとお

り、退職被保険者の制度につきましては、

原則廃止という形になっておりますが、

６５歳までの退職被保険者については、

経過措置ということで、まだ継続される

という形になります。ですから、具体的

には、６０歳から６５歳の退職被保険者

に係る医療費の診療報酬の支払い基金が

負担すべき額という形で上げさせてもらっ

てます。

　そして、款５の前期高齢者交付金とい

うものでございますが、これは、このた

びの医療保険制度の改正の中でございま

した部分でございまして、中身につきま

しては、６５歳から７４歳までの被保険

者の医療費というのが医療保険者によっ

てかなり偏在していると。というのは、

通常、社会保険等に加入されている方に

つきましては、一定、定年等を迎えられ

ますと、国保に移行されるという形にな

りますので、６５歳以上の加入者の割合

が国保にかなり入ってくると。となりま

すと、この部分に係る医療費の負担とい

うのが、国保や社会保険等々比べますと、

かなり偏在、偏っているという中で、こ

の年代の方たちを前期高齢者と申すんで

すが、そこの医療費については、国保だ

けで負担するという考えではなくて、医

療保険者全体で負担していこうという考
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えになっております。

　その関係で、前期高齢者の加入割合が

多い保険者には交付金という形で入って

くると。逆に、前期高齢者が少ない保険

者については、納付金という形で支出す

るという形になっております。

　今回の場合、国保の場合は、前期高齢

者の、先ほど申しましたとおり、加入割

合が高いということで、交付金として医

療費の部分が入ってくるという形になっ

てます。

　次、６番目の府支出金につきましては、

府制度によります老人医療の制度である

とか、障害者の補助制度等によって、そ

の部分の医療費の補てん部分であったり、

先ほど、地方分権によって税源移譲なさ

れた国の調整交付金というのがございま

すが、その部分が一部税源移譲によって

府の調整交付金という形で、各国保の保

険者に入ってくる費用等がございます。

その部分を計上させてもらっております。

　次に、７番目の共同事業交付金につき

ましては、これは、歳出の方ともリンク

するわけでございますが、歳出で、高額

医療費の共同事業の拠出金であったり、

保険財政安定化事業の拠出金というのが

ございます。

　これは何かと申しますと、保険の会計

におきましては、医療費の支出というの

が主な目的となっております。その中で、

高額医療費といいまして、７０万円以上

の医療費が対象になっております。保険

財政安定化事業というのが３０万円以上

の医療費が対象になるんですが、これら

の件数が多くなりますと、当然、そこの

保険者にとっては、医療費の負担という

のがかなり重くのしかかってくるという

形になりますので、その部分を、大阪府

の都道府県単位になりますが、その中で、

各市町村の国保がお金を拠出し合って、

そういう高額な医療費が多くなったとこ

ろに対しての財政補助といいましょうか、

医療費が多くなったときのリスクを一つ

でも減らすというような、保険者による

保険事業みたいな意味合いのものですが、

それに伴って交付されてくる金額という

のを計上しております。

　そして、８番目の繰入金でございます

が、これは、一般会計から繰り入れてい

ただいている費用でございます。

　中身につきましては、法定での部分で

あります職員給与費であったり、国保運

営に係る事務費、そして、出産育児一時

金の３分の２、そして、法定で、保険料

の算定の際、低所得への軽減措置という

のがございますが、それに伴う、軽減さ

れた部分の財源の補てんという形での保

険基盤安定繰入金と、あと、法定外とい

うことで、保険料の軽減のための繰り入

れであるとか、そういう部分がこの繰入

金の中に入っております。

　そして、最後に、９番目の諸収入でご

ざいますが、これにつきましては、第三

者納付金と申しまして、例えば、交通事

故であるとか、本来、保険で見るべきで

はない医療費等々について、一時的に保

険を使って医療にかかられると。その分

については、当然、自賠責とか損害賠償

保険の方からその部分の費用をいただく

部分であったり、あとは、返納金と申し

まして、保険給付、医療費を給付させて

もらう部分については、例えば、摂津の

国保であれば、摂津の国保の資格のある

人に対して医療費を給付するわけでござ

いますけれども、これが、社会保険に加

入したとか、他市に転出された場合に、

それと同時に国保の資格は切れるんです

けれども、その後も国保の保険証を使っ

て医療にかかられたという場合について

は、本来、摂津の国保で見るべき給付費
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ではないので、その部分に係る費用をお

返ししてもらうというようなもの等が、

この諸収入という中身でございます。

　以上が歳入の説明になります。

　そして、２番目の、国保運協の協議内

容等々でございますが、運協につきまし

ては、これは市長の諮問機関でございま

して、協議いただく事項といたしまして

は、一部負担金の負担割合に関する事項

であったり、保険料の賦課方法であった

り、保険給付の種類や内容に関すること、

その他、市長が必要と認める事項等につ

いてご審議いただくという形になってお

ります。

　ちなみに、過去の中身でございますけ

れども、直近で申しますと、２０年１月

２５日には葬祭費の改定、先ほど、３万

円から５万円に改定させていただくとい

う説明をさせていただきましたが、そう

いう保険給付の内容であったり、それと、

あと、２０年４月から始まります後期高

齢者の医療に伴う後期高齢支援金という

新たな保険の分ができたんですが、それ

に係る賦課方法等の協議であったり、そ

れと、１０月には、２０年度から年金か

ら天引きという特別徴収が始まる関係で、

負担の公平性等を図るための口座振替の

奨励金や前納報奨金等の廃止に伴う審議

をいただいたり、後期高齢支援金分の保

険料を初め、医療分や介護分の限度額の

改定等々に係るご審議をいただいており

ます。

　次、３番目に、出産育児一時金に係り

ます受け取り代理という制度と償還払い

との関係でございますが、今現状では、

出産育児一時金につきましては、お子様

を出産された後に、国保の加入手続等を

とっていただくときに、出産育児一時金

の申請をしていただいておると。その場

でお渡しさせてもらう場合と、金額が大

きいですので、世帯主さんの銀行口座に

直接振り込ませてもらうというふうな形

で今行っております。

　その分につきまして、４月からですが、

受け取り代理ということで、どういう形

になるかと申しますと、今現状のやり方

は変わらないんですが、それにプラス、

先ほど委員からもありましたとおり、里

帰り出産等々で出産された後、すぐに一

時金の請求に来るのは難しいというよう

な状況もございますので、一応、国保の

加入者で、出産予定日の１か月前から受

け付けさせていただくんですが、これに

つきましては、申請書に、出産予定となっ

ている病院の同意書が必要になるわけで

すが、同意をとっていただいた上で申請

していただくと。そして、お子様を出産

された後、３５万円を限度にしてですが、

医療機関から市の方に報告をいただきま

して、同時に、出産費用の３５万円限度

ですが、に当たる部分の請求書もいただ

くと。それに基づいて、市の方から、後

日ですが、その医療機関の方に３５万円

をお支払いさせていただくという形にな

ります。

　一時金の額が３５万円ですので、例え

ば、出産費用が３５万円を上回ったとし

ても、限度として３５万円の支給となり

ます。逆に、３５万円を下回った場合は、

例えば、３０万円の出産費用でしたとい

う場合については、３０万円を医療機関

にお支払いさせていただきまして、差額

の５万円については、世帯主さんの口座

の方に振り込ませていただくというよう

な形になります。

　最後に、保険証のカード化に伴う、ど

ういうふうな配布方法を考えているかと

いうことでございますが、現在、毎年１

１月１日をもって保険証を切りかえてお

るわけですが、切りかえの１０月の中ご
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ろから下旬にかけて、各世帯に配達記録

でという形で今送らせてもらってます。

カード化になった場合に、その方法は、

一応、原則的に踏襲した形で、カード化

の保険証を世帯単位に、各世帯に配達記

録で送らせていただくというふうに考え

ております。

○安藤委員長　南野委員。

○南野委員　それでは、ちょっと２回目

をしたいと思いますけれども。

　運営協議会の内容と、保険者証のカー

ド化、それと、出産育児一時金の償還払

いについてはわかりました。ご答弁いた

だきましてありがとうございます。

　それから、この際、ちょっとあと３点

だけお聞きしたいんですけれども。

　国民健康保険料など、また、国保世帯

及び被保険者の推移や年齢、また、異動

状況などがそれに大きく影響するかなと

認識するんですが、この点どのように見

込んで、予算に反映されているのか、お

聞きしたいのと、それから、２点目の全

被保険者に対しての、保険料の軽減状況

についてでございますが、この軽減につ

いても、予算に反映、少しはされるのか

なと認識するところなんですけれども、

過去からの推移に関しまして、増加傾向

にあるのかなと思うんですが、今後の見

込みもあわせてお聞かせ願いたいと思い

ます。

　それから、最後に、診療費についてお

聞かせいただきたいと思います。

　この診療費に関しましても、入院であっ

たり、入院外などに関して、年々、これ

も増加傾向にあるのかなと思うんですが、

今後の見込みもあわせて、ちょっとお聞

かせ願いたいと思います。

　以上、３点、よろしくお願いします。

○安藤委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　まず、１点目の国

保料についてでございますが、確かに被

保険者等によって影響を受けるところと

いうのがございます。ただ、保険料の決

定の仕方というのが、今現在、条例に基

づいてやっておるんですが、中身と申し

ますのは、例えば、歳出、医療費であっ

たり、老健の拠出金、介護納付金等々の

支出が見込まれる歳出から、国や府等々

からいただく負担金や補助金等を差し引

いた部分が保険料という形になりますの

で、そこには、被保険者数の減少や増加

に伴って、医療費の増減も影響してきま

す。ほかの納付金等のついても、被保険

者数の増減に影響するところもございま

すので、当然、医療費とか支出がふえれ

ば、保険料は上がってくるかなと。逆に、

医療費等が減ってくれば、保険料という

のも下がってくるような形になるのかな

と思われますので、被保険者数の推移に

よってどのように変わるかというよりは、

どちらかというと、支出の額によって保

険料が変わってくるのかなというような

感じがしております。

　ちなみに、被保険者数ですが、ここ数

年は、わずかですけれども、減少傾向に

あるとなっております。

　次に、軽減の状況でございますが、こ

れは、低所得に対する保険料の軽減とい

う法定の部分がございますので、そちら

の軽減の状況ということでお答えさせて

いただきます。

　所得の状況に応じて、保険料の７割、

５割、２割を軽減する法定の制度でござ

いますが、この５年間を見てみますと、

対象となる世帯数及び金額もふえてきて

おります。直近で１８年度の場合ですと、

軽減世帯の合計が７，５７２世帯、金額

にいたしまして３億２，２００万円ほど

となっております。５年前の１４年度で

は、これが６，１１９世帯、２億４，３
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９０万円という形になっております。た

だ、軽減額につきましても、保険料の平

等割、均等割部分の７割、５割、２割と

いう部分でございますので、当然、先ほ

ど申しました、保険料というのは毎年変

わってくるものでございますので、その

保険料の額に応じて変わっている部分も

ございますが、ざっと世帯数で、５年間

で１，４００世帯が増加しているのかな

と思われます。

　次に、医療費の状況でございますが、

一般の被保険者で見ますと、一人当たり

の医療費というのは、こちらの方も年々

増加傾向でございます。ここ４年間です

が、１５年度が、一人当たりの医療費、

これは費用額と申しまして、医療費１０

割の額でございますが、１５年度で、一

人当たり１６万３，９６４円、１６年度

が１７万８，７４５円、１７年度が１８

万５，７０９円、１８年度が１８万８，

６００円となっております。

　この部分が今度どうなるかという部分

でございますけれども、医療技術の高度

化等に伴い、医療費というのはやっぱり

ふえてくるのかなと。その中で、国の方

でも、診療報酬の改定等々も図られてお

りますけれども、それで、どこまで伸び

を抑えてるのかなというところですが、

やっぱり将来的に見れば、わずかですが

伸びてくるのではないかと思います。

○安藤委員長　南野委員。

○南野委員　ご丁寧に答弁いただきまし

てありがとうございます。

　特にありませんので、これで終わりま

す。

○安藤委員長　続いて、山崎委員。

○山崎委員　国保会計の方で、確認で結

構です。１１ページの療養給付交付金の

減額というのは、これ１２ページの前期

高齢者の交付金ということになるのかな

ということと、１３ページの府の補助金

が軒並み減ってきたのも、後期高齢者が

外れてきたという影響ということでいい

のかどうかだけ、確認で結構です。

　おとといの委員会で、一般会計からの

繰入金のうちの保険料の軽減分２億８，

５８０万円についてですが、ことしの給

付費、医療費の伸びを大体２．９％ぐら

いと見ていると話伺ったんですけれども、

昨年から見たら、この繰り入れの分で言

うと４％ほどふえてるんですけれども、

この給付の方は老健の拠出金というか、

連合負担金もありまして、保険料収入が

後期高齢者の方が抜けるということなの

で、これを単純に負担軽減のための繰り

入れがふえたというふうに見ていいのか

どうかということだけお聞かせください。

　補足で、改定の率がマイナス１６％と

か、均等割、平等割の数字も示してもら

いましたけれども、それ、保険料の基準

の変更がなく、負担がふえないというよ

うなことだと思うんですけれども、ここ

で繰入金がどのくらい働いているのかと

いうことと、今回、上限額の改定がされ

まして、これは、上がった分だけは要す

るに値上げかなと私も思うんですが、こ

れが吸収されたのか、これが働いている

のかどうかということを聞かせていただ

きたいと思います。

　それから、補正予算の方では、先ほど

説明いただきましたので、高額療養費、

これ、要するに７０万円の分の方がふえ

て、安定化事業３０万円の補正の分でも、

今回補正されてますけれども、減ったと

いうことになるんでしょうか。これも確

認で結構です。

　それから、老健は処理が残っていると

いうことだけだと思いますので、結構で

す。

　４０号の条例の改定ですけれども、こ
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れ、９条で改定部分、健康づくり、栄養

改善、母子保健、これを削った理由をお

聞かせください。

　それから、保険料賦課に関して、これ

１２条から１５条にある特定同一世帯所

属者というのが何かを教えてください。

　それに関して、同一世帯というのをど

う見るのかということなんですけれども、

これ基本は、住民基本台帳の世帯主の単

位が異なれば別世帯ということになるん

だと思うんですが、国保と後期高齢者の

加入保険の際には、住民基本台帳にかか

わらず、世帯主申請ということができる

のかどうかということと、それから、２

０条の３、旧条例のこの第２項、第３項

の、減額に関する規定の削除がなくなっ

ているのと、これがなぜかということと、

附則、１８年、１９年の特例がこれなく

なってくるんですけれども、これで保険

料負担が変わってくるのかということで

すね。それから、ほかの収入と損失に係

る算定特例についてもなくなるというこ

とで、説明していただきたいと思います。

　それから、前納奨励金、それから、最

後の、口座振替奨励の条項もなくなるわ

けですけれども、これも、ある意味負担

じゃないかと思うんですけれども、この

辺の、後期高齢との整合という話も、下

へも入りますけれども、お考えをもう一

度お聞かせいただきたいと思います。

　それから、最後に、姓の変更ですね。

今度、個人カードの話も出てまして、こ

れは秋からの実現の運びということなん

ですけれども、私たちが主張してました、

子どもさんとか未成年並びにお年寄りへ

の資格書、短期証はやめよという方策に

ついて、こういうことで、親御さんと子

どもさんを分けて出すということができ

るのかということで、見通しをお聞かせ

ください。

　それから、年金天引きのスタートのこ

となんですけれども、ねじれ条例は関係

なく、上の健康保険法の施行で、６５歳

以上、天引きが年金からできるというふ

うに聞いておりますけれども、市として

はどう取り扱うのか。実際、市民と接し

て、収納を行う窓口は摂津市の窓口なわ

けですから、これまで、納付の困難な方

の納付相談を受けて、分納ですとか延長

の措置もとっていって納めていただいて

いたという、この信頼関係がどうなって

いくのか。短期証になっても、面接を行っ

ていくという中で、幾らかでも納めてい

ただいていたという関係があると思うん

ですけれども、これが崩されることにな

るんではないかと思いますので、年金か

ら天引きをされるということで、生活が

立ち行かなくなるというような訴えをど

うしていくのかということを伺いたいと

思います。

　１回目、以上です。

○安藤委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　それでは、まず、

１点目の療養給付費交付金が減った部分

は、前期高齢者の交付金の方にかわった

のかという確認事項でございますが、そ

れは、それは、そのお見込みのとおりと

思います。

　そして、府支出金の額が減っている部

分につきましては、この分につきまして

は、府の方から、算出するに当たり係数

等々が毎年くるわけですが、そのあたり

の変更等も影響してきております。それ

が主な原因かなと思われます。

　そして、繰入金の保険料軽減分等につ

いてのご質問でございますが、国保会計、

２０年度の当初予算で見てみますと、前

年、１９年度の当初予算と比較いたしま

して、２億１，７００万円の減となって

いると。その主な要因が、先ほど、ご質
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問のありました、老健の拠出金にかわっ

て、後期高齢の支援金になってきたと。

その部分で、約５億円ぐらい差はあるん

ですが、とかく、医療費のふえている部

分もございますし、歳入で見ますと、本

来、７５歳以上の方からも保険料をいた

だいておりましたが、その部分がなくなっ

ているという部分や、先ほど申しました、

国や府等の補助金等についての後期高齢

者の人数分だけ、微妙に変化していると

ころもございます。

　繰入金との関係ということではござい

ますが、保険料軽減分等の繰入金につき

ましては、そのあたり、費用の動きとは

別に、本来、一般会計から入れてもらっ

ている額については、今のところ、何と

か現状をキープさせてもらっているとい

うようなところでございます。

　次に、１９年度の補正予算の第５号に

つきましては、高額医療費共同事業の拠

出金及び保険財政安定化事業の拠出金、

支払い方法ですが、そちらの額の確定に

伴うものということでございます。

　条例の部分でございますが、第９条の

部分で、削除されている部分があるが、

これについてでございますが、第９条に

つきましては、２０年度からの特定健診

等の実施が義務づけられたことによるも

のが主な要因ではございますが、その中

で、現行で言います、第９条の第３号、

健康診査であったり、成人病、その他の

疾病の予防、健康づくり運動、栄養改善

等々につきましては、特定健診・特定保

健指導の中にも含まれてくるものかなと

考えてます。

　母子保健につきましては、母子保健法

に基づいて、住民を対象に、既に健康推

進課の方でも実施されております。また、

第８号のその他の健康保持増進のための

事業ということで、今後も対応させても

らいたいと考えております。

　保険料賦課の部分に係ります特定同一

世帯所属者と特定世帯とはどういうもの

かということでございますが、まず、特

定世帯と申しますのが、この２０年度か

らの後期高齢の医療制度がスタートする

ことによって、今現在、国保に加入され

ている７５歳以上の方が後期高齢に移行

するという場合、その方の含まれる世帯

を特定世帯と申します。

　次に、特定同一世帯所属者というのは

どういうものかと申しますと、今言いま

した、今現在では国保の加入者ですけれ

ども、７５歳の年齢到達によって後期高

齢の医療保険の方に移行される、その方

を指して、特定同一世帯所属者と呼ぶ形

になっております。

　それと、次に、２０条の３の減額の部

分で削除になっている部分ですが、それ

につきましては、これまで、保険料の軽

減につきましては、先ほど申しました７

割、５割、２割という軽減がございまし

た。そのうち、７割、５割部分について

は、これまで職権で適用しておりまして、

２割軽減についてのみ、申請に基づいて

軽減というのをかけておりましたけれど

も、この部分について、法律の改正によ

りまして、２割軽減についても職権適用

をするという形になりますので、これま

での申請による軽減をかけるという規定

であったものを削除したものでございま

す。

　そして、附則の部分でございますが、

まず、年金の特別控除による部分の軽減

措置とかの特例につきましては、激変緩

和措置ということで、２年間の期間のみ

を対象としてさせてもらっておりました

が、それが終了することにより、今回、

削除させていただくものでございます。

　次に、前納報奨金、口座振替奨励金の
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廃止についてでございますが、これにつ

きましては、２０年度から、後期高齢者

において年金天引きが始まるということ

と、同じく国保においても、６５歳以上

のみの世帯については、保険料の年金天

引きが始まってくるという形になります。

となりますと、この年金天引きされる世

帯につきましては、例えば、保険料を前

納で納めたいということであったり、銀

行口座などからの口座振替で納めたいと

いう形での申し出があっても、これは年

金天引きで、原則、保険料をちょうだい

するという形になりますので、同じ国保

の加入者であって、前納や口座振替を選

択できる方とできない方というのが出て

きますので、そのあたりの負担の公平性

を図るためにということで、今回、廃止

という形を提案させてもらっております。

　それと、あと、保険証が１１月の更新

のときから個人単位のカード化になるこ

とに伴って、資格書の発行でございます

が、この部分につきましては、個人ごと

の証でございますので、資格書の発行に

ついても、委員ご質問の、全員を資格書

にという形ではなく、柔軟な対応もでき

るかなという形にはなってきますので、

この辺の中身につきましては、今後、内

部で検討してまいりたいと考えておりま

す。

　そして、年金天引き、特別徴収に係る

市の取り扱いということでございますが、

先ほども申しましたとおり、これは国民

健康保険法の施行令等で、年額１８万円

以上の年金を受給されている方で、保険

料がその受給額の２分の１未満であれば、

これは年金天引きをしなければならない

ということになっておりますので、一応、

その法に基づいて我々は実施していく考

えでございます。

　その年金天引き者に対する納付相談等

についてでございますが、一応、原則、

年金天引きという形になっておりますの

で、対象になる方については、年金天引

きをお願いしていかないといけないかな

と。ただ、法律の方にも、災害等の事情

がある場合については、そういう対応も

可能という形になっておりますので、そ

れに基づいて実施していきたいと考えて

おります。

○安藤委員長　山崎委員。

○山崎委員　抜けてるところを少し指摘

しながらいきたいと思いますが、今回の

この上限額が変わって、これは値上げじゃ

ないのかということが一つ。

　それから、先ほど、委員の質問で、被

保険者数の増減の話出てましたけれども、

数字も示してくれはりましたが、国民健

康保険というのは、収入が少なくて、医

療費のかかる人が集まっているというこ

との認識をぜひしてもらいたいと思うん

です。お金のたくさん入る方は社会保険

つくって、社会保険に入られると思って

おります。保険料がだから国保は高い、

社会保険などほかの保険に比べて高いと

いうことはもちろんですけれども、低所

得の方が集まっているという意味では厳

しいという認識がなんどもただして、お

持ちいただいていると思うんですけれど

も、今回の上限額の値上げでは、５００

万円所得の５人世帯、６００万円の３人

世帯は、また、ほぼ限度額に近づいてく

る。保険料の５００万円所得の１３％、

税金を合わせたら２５％近くが公的な徴

収というか、百数十万円が公的に徴収さ

れるという現実をどうお考えになるかと

いうことなんですが、社会保険とか共済

保険に比べたら相当高いんじゃないかと

思ってるんですけれども、この上限額を

上げることによって、どんどん下の所得

階層が、たくさん取られる方が、上は、
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上限ね、もう何ぼ上がっても上限額なん

ですけれども、だんだんこの上限額とい

う金額に下の階層がどんどん近づいてい

くというこの現状そのものが厳しいとい

うことにならないでしょうか。

　こういうことで、この代表質問で取り

上げてましたけれども、運営協議会のあ

り方に保険料の審議がかからないという

ことになれば、部課内、皆さん方が保険

料については考えていただいているとは

思うんですけれども、この保険料そのも

のについては、この委員会ぐらいでしか

論議するところがないと思いますので、

保険料と運協の関係について、お考えを

聞かせていただきたいと思います。

　この辺で、先ほど、また、負担軽減の

話もしましたけれども、去年と変わりな

くというところ、不作為ですね、何もし

ないというか、手をプラスしないと、結

局、国のこの制度改悪に抵抗ができない

と思っております。

　今回、この４０条で条例の改定ですけ

れども、保険が、今回、健診とか被保険

者の健康を守っていくという新たな方針

も出ておりますので、健康づくりとか、

私たちはしっかり位置づけてもらいたい

なと思っております。

　先ほどの質問で、２年間の特例がなく

なってきて、どのくらい上がるのかとい

うこともさっきお聞きしたと思うんです

けれども、もう一度、とりあえず戻ると

いうか、戻るんですけれども、変わって

くるのかというのも教えていただきたい

と思います。

　保険料が、こういう意味で、いろいろ

な面で何もしなくても上がるんですよ。

特例がなくなり、要するに、激変緩和が

なくなり、だから、条件が変わるという

か、その辺が、市民の立場からも、国保

の行政からも、何もしてないのに保険料

が請求段階で上がっていると、手元に来

たら、こういう状態が市民に矛盾を感じ

ないのかなと思うんですけれども、特に、

この経過措置というのは高齢者が対象で、

大変な部分が変わっているという認識を

ぜひ持っていただきたい。また、特段の

市の措置というのをお願いしたいと思う

んですが、ぜひその辺のお考えをお聞か

せいただきたいと思います。

　あとの後期高齢者医療費も共通するん

ですけれども、国が決めたこと、上がやっ

ていくということで、保険料納付に関し

て、窓口で冷たい対応を市民にとらざる

を得ないというのは悲しいことやと思う

んです。職員が市民から見て、冷たい職

員だと言われるようにというような仕事

をぜひさせなくないと私は思ってるんで

すけれども。例えば、生活保護が受けら

れなくて死んだとかいうような事例です

とか、本市でも、医療が受けられなくて

亡くなったというのが過去にもあったと

聞いてます。みんなが安心して受けられ

る医療を、ぜひ窓口で、高額療養とか保

険料減免、受領受取人払い、こういう制

度の活用と、生活支援、今度は課になり

ますけれども、こういう連携で、親身に

生活立て直しの相談に乗れるような窓口

業務をお願いしたいと思ってるんですが。

　天引きということなんですが、上位法

で取らなければならないという説明あり

ましたけれども、法ではできるとなって

いるだけだと思うんです。通達や要綱で

はどうなってるかわかりませんけれども、

優先ということではないと思うんです。

それであるならば、あくまで、普通徴収

の制度の上での特別徴収ですから、普通

徴収は私は基本だと思ってるんです。

　であるから、被保険者が普通徴収を望

めば、普通徴収に切りかえていけるとい

うことができると思うんですけれども、
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これについてお考えをお聞かせください。

　２回目、以上です。

○安藤委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　１回目のご答弁、

ちょっと漏れてるところがありまして、

どうも失礼しました。

　その点も踏まえて、答弁の方させてい

ただきたいと思います。

　まず、保険料の限度額の変更が、値上

げではないかというご質問でございます

が、今回、医療分の保険料の限度額を４

７万円、後期高齢者の支援金分の限度額

１２万円、介護分は、昨年同様に９万円

という形になっておりますので、医療分

が、昨年、５６万円でございましたので、

３万円、限度額としては上がる形になり

ます。

　ただ、３万円の限度額が上がることに

よって、保険料収入がふえるのかという

と、そういうことではなくて、保険料と

して必要な枠が、例えば、現行の５６万

円の限度額であっても、必要な額が１０

０とした場合、限度額が３万円上がった

ことによって、１００の保険料が１０３

になるのかということではなく、保険料

として必要な額は、あくまでも１００の

ままですという形になりますので、それ

に基づいて、保険料率等々を設定してい

く形になりますので、上限額は変わりま

したが、保険料率や、均等割、平等割な

どは変わっておりませんので、その辺、

ご理解いただきたいと思います。

　そして、保険料率等について、運協の

審議にかからないというあたりにつきま

しては、代表質問のときにもご答弁させ

ていただきましたとおり、条例どおりに

というのが、本来、保険料の設定という

のが条例に定められておりますので、そ

れに基づいて保険料率を設定させていた

だくという形になりますので、その料率

について、運協でご審議いただくという

内容ではないというふうな認識をしてお

ります。

　附則の、１８年、１９年度のその激変

緩和措置の特例につきましては、１８年

度が１３万円の減額というのがございま

した。１９年度は７万円、所得の部分で

ございますが、の減額がありました。そ

れが２０年度からなくなるという部分に

ついては、あくまでも、本来であれば、

２年前に、今回の２０年度に判定される

所得を使って保険料が算定されるわけで

ございますけれども、その部分を経過措

置を設けて緩和していこうという趣旨の

ものでございますので、これはあくまで

も２年間で終了であるというふうな認識

は持っております。

　そして、例えば、７万円の控除がなく

なることによって、保険料にどれぐらい

影響するかということでございますが、

今、現状の医療分、保険料の料率が１０

００分の８４．２で計算しますと、年間

で約５，８００円ほど、月にして４９０

円が保険料に影響してくるのかなと思わ

れます。

　特別徴収から普通徴収への移行という

ことでございますが、先ほども申しまし

たとおり、基本的には、特別徴収、年金

の年間の受給が１８万円以上で、受給さ

れている枠の２分の１未満であれば特別

徴収であると。それによらない場合は普

通徴収の方法によって保険料を徴収する

というような規定になっておりますので、

私どもの認識としましては、まず特別徴

収が優先かなというふうに考えてます。

　それと、窓口での対応でございますが、

納付相談等々、お越しいただいたときに

は、これまでも行っておりますけれども、

保険料の減免の制度の周知や、医療費に

ついては委任払い、この制度については、
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入院であれば、限度額適用認定書という

ことで、委任払いによく似た制度ですが、

その証を発行させてもらって、自己負担

限度額までの支払いでいいような証もご

ざいます。その辺につきましては、こち

らの方では、ＰＲも兼ねて申請の方も出

してもらうような中で対応もさせてもらっ

ておりますので、そのあたり、よろしく

お願いします。

○安藤委員長　野村課長、その納付相談

の話と、年金天引きをするということと

の関係で委員の方は聞かれていますので、

年金天引きをすることによって納付相談

がどうなるのかと、その辺の関係につい

てはどう認識されているのかということ

を答えてください。

○野村国保年金課長　失礼いたしました。

　年金天引きと納付相談の関係でござい

ますが、一応、基本的に、年金天引きの

中では、保険料が自動的に引き落とされ

るということで、その中では、納付相談

というものは対応できないのかなという

中はございますが、ただ、災害等の特別

な事情等がある場合には、納付相談の方

でその辺の事情もお聞きした中で、災害

等による特別な事情ということであれば、

年金天引きではなく、普通徴収による対

応も可能かなと思われます。

○安藤委員長　山崎委員。

○山崎委員　では、先に天引きの話だけ

言いますけれども、災害でなくても、ぜ

ひ、だから、天引きとめれるというか、

状況を相談するということにしていただ

きたいと思うんです。

　天引きをする、しないが生活にやっぱ

りかかわってくるんですよ。先ほど、１

８、１９年の特例がなくって、月４００

円上がると。これが、月数万円で暮らし

てはる方は、この４００円がしんどいん

ですわ。これ、その認識をぜひ持ってい

ただきたいと思って、その相談に応じれ

る事務をお願いしたいと思うんです。

　私たちは、この貧困と格差の広がりで、

もうそれこそ月数万円で暮らしてはる方

が、４００円の保険料が上がるというの

が大変やという認識を持ってるんですけ

れども、これで、このお年よりとか、社

会保険に入っていない方の国民健康保険

として、保険料をぜひ値下げというか、

小さくなる必要を感じております。

　給付費の伸びが、被保険者に転嫁して

いかない制度というか、これを、国にぜ

ひ求めていっていただきたいと思ってお

りますので、市として、できる限りの軽

減策を考えていただけるように、とって

いただけるように要望したいと思います。

　今回の限度額の改定ですけれども、こ

れ、後期高齢者との整合、葬祭費ととも

にやられたということなんですけれども、

今回、後期高齢者のスタートは、これ後

期高齢者の方が国保に準じたというか、

国保を参考にというか、で、保険料を決

めてきたというか、もとにして決めてき

た背景があると思うんですけれども、し

かし、２年後、後期高齢者の分は決算で

算定して、独自でという話になってくる

と思いますので、そうすると、後期高齢

者の方がどんどん上がってくるという可

能性あるんですね。そうすると、これ、

後期高齢者とほかの国保との整合とか言

うてたら、あわせてどんどん国保も上が

るという話になるんじゃないかと思いま

すので、国保としては、これ主体性を持っ

て、やっぱり保険料というのは決めていっ

ていただきたいと思いますので、要望と

しておきます。

　よろしくお願いします。

○安藤委員長　ほかにございませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○安藤委員長　以上で質疑を終わります。
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　暫時休憩します。

　　（午後２時１６分　休憩）

　　（午後２時１７分　再開）

○安藤委員長　再開します。

　議案第９号、議案第２４号及び議案第

３７号の審査を行います。

　本３件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　山崎委員。

○山崎委員　先ほどの国保の続きという

か、後期高齢者の会計ができるというこ

とですので、後期高齢者医療そのものに

ついてもちょっと述べさせていただきた

いと思います。

　まず、後期高齢者の規定、これは国保

と同じく年金天引きの特別徴収について

は規定がないわけですけれども、これは

同じく健康保険法の上位法が実施すると

いうことになっていると思うんですけれ

ども、この点についてはそういうことで

よろしいんでしょうか。

　それから、国保と同様に、保険料を取

るだけ取ってと言われないような窓口の

業務をしていただきたいと思うんですけ

れども、この年金天引きについて、後期

高齢者の保険加入者、７５歳以上のお年

寄りについて、年金天引きについてのこ

のことも、先ほどと同じように窓口でしっ

かりやられるのかどうかお聞かせいただ

きたいと思います。

　これが後期高齢者の連合体でやる分で

すから、うちはもう窓口だけですという

ようなことにぜひならないようにお願い

したいと思うんですが。

　相談業務とかいうのが、この条例の中

で、これ２条、その第８号がその他とい

うことになるんですけれども、相談業務

などはここに含まれていると考えてよい

のかということ。そうすると、相談業務

などはどうなっていくのかということを

お聞かせいただきたいと思います。

　それから、後期高齢者の新しい条例で

すね、この４条で分納、それから、５条

で手数料をかけないことができるという

規定も書いてくれてはりますけれども、

これをぜひ活用していただきたいと思う

んですが、この４条、５条、分納とか手

数料の部分の適用をどう考えているのか

と。

　こういうことがあるということは、普

通徴収に関しては柔軟な対応ができると

いうことだと思うんですけれども、天引

きとの対応の違いというか、お考えをお

聞かせいただきたいと思います。

　以上です。

○安藤委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　後期高齢者にかか

わります特別徴収の規定でございますが、

これにつきましては、高齢者の医療の確

保に関する法律の中において規定がされ

ております。

　内容につきましては、国保と同様に、

年金天引きによるということで規定され

ております。

　そして、次に、窓口での対応という部

分につきましては、特別徴収者において

は、規定されている法律が国民健康保険

法の施行令と高齢者の医療の確保に関す

る法律という形で違うわけではございま

すが、趣旨、目的としては同じものと認

識しておりますので、当然、国保と同じ

ように対応させていただきたいと考えて

おります。

　そして、窓口での相談業務等々がどう

なるのかというところでございますが、

ご承知のとおり、後期高齢者の医療制度

につきましては、都道府県を単位とした

連合、大阪であれば大阪府の後期高齢者

医療広域連合というところが保険者とな

るわけでございますが、当然、私ども市
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といたしましても、その構成団体ではご

ざいますので、市民の窓口での相談業務

等については、市の方で対応させていた

だくという中身でございます。

　その中において、例えば、普通徴収に

おいての、先ほどご質問にございました

分納であったりとかいうのは、納付相談

というのも市の方で受けさせてもらう形

になります。

　ただ、市の方では、相談を受けて、保

険者が広域連合という形になりますので、

広域連合の方にその相談内容等々をでき

るだけ詳しい形で伝えて、その意見を反

映させるような形にしたいと思っており

ます。最終的な決定については、保険者

である広域連合になるのかなと考えてお

ります。

○安藤委員長　山崎委員。

○山崎委員　先ほどの、国保と保険料が

かかわってくるんですけれども、これ、

私たち、保険料の試算を、先ほどの国保

でも言うたような、夫婦と子ども二人、

７５歳以上のお年寄りのいる５人世帯で、

今度変わってくる、どうなるかというと

ころで見ますと、所得５００万円で、こ

れまでは６５万円の限度額、高齢者が一

人抜けて、本来、均等割下がるはずです

けれども、今度、限度額上がりますから、

６５万６１４円。高齢者のこの保険料が、

別にこの世帯の所得で計算されるとして、

その分４万７，４１５円負担にプラスで

す。社会保険とか損失扶養家族の場合で、

移行措置ゼロと言われるかもしれません

けれども、これが、わずか２年後、２２

年４月から丸々必要になるということに

なるんです。

　国保でこの世帯の話もしましたけれど

も、世帯分離をしても、高齢者の保険料

がこれゼロになりませんから、１万４，

２２５円の保険料がかかるんです。

　先ほども言いましたけれども、激変緩

和措置、移行措置もなくなってきます。

ことしあたりから、この辺がじわじわと

庶民の生活にはきいてくると思うんです。

特に、昨年、一昨年、特別配偶者の控除

がなくなる、高齢者控除がなくなる、定

率減税がなくなるということで、たくさ

ん市民も来られました。税金、保険料が

かかわって、国の悪政がどんどんかかわっ

てきてるんです。

　これは、上位法で言うたみたいに、摂

津市としては何もしなくても悪くなるん

です。といいますか、何もしないからこ

そ市民負担がふえるという状態になって

きていますので、市民生活を守るために

は、地方自治体が措置をとっていくとい

う必要があるんではないかと私は思うん

ですが、どういうふうに感じておられる

のか。国の緩和措置がなくなっていく中

で、市民負担軽減の措置についてのお考

えをお聞かせいただきたいと思います。

　後期高齢者の制度そのものに私たちは

反対し、撤回・中止を求めておりますが、

介護保険で経験したように、制度が導入

されると、これが老人医療切り捨てのレー

ルが敷かれることになったと私は考えて

おります。

　決算ベースで医療給付が増大していく、

これは明らかです。これを理由に、２年

ごとに保険料が見直しをされ、給付がま

た制限されるということも考え方として

ありきで、必要な医療すら切り捨ててい

く。命がお金の後になると、命を粗末に

する制度と言わなければならないと思っ

ております。後期高齢者の医療制度にぜ

ひ市としても反対をしていただきたいと

思いますし、これに移られた方も摂津市

民として、摂津市が命を守るネットをか

けていかれるようにお願いいたしたいと

思います。
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　軽減の分だけお願いします。

○安藤委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　負担が増加してき

ているという中で、市としてのその負担

軽減についての考えはどうかというとこ

ろでございますが、今般の医療制度の改

正におきましては、これまでも、世帯間

の負担の不公平感というのでございましょ

うか、そういうものがあり、それを解消

するための、今回、医療制度全体として

の改正やという中では、現役世代、高齢

者世代を通じて、公平でわかりやすい医

療制度という形で、この後期高齢の医療

制度であったり、先ほどの国保の中での

前期高齢者の区分の創設であったりが行

われていると認識しております。

　それぞれの保険者、国保であったり後

期高齢の医療保険であったり、独立した

保険になりますので、当然、その中にお

いての医療費の支払いを賄うための保険

料であったり、そこには、保険料だけで

はなくて、医療費がふえると、当然、国

や府等、市の負担もふえてきているとい

う中もございますので、保険料だけに転

嫁しているというものではないと理解し

ております。

　その中で、広域連合の方においても、

今回、こういう大阪府を一つのエリアと

した保険ということで、安定的な給付で

あったり、市町村間での保険料の、多い、

少ないというのがなくなると、府内で同

じ料金になるというような中では、一定

高齢者世代においても、統一された保険

料となる中で、その制度の趣旨等をご理

解いただきたいと考えております。

○安藤委員長　山崎委員。

○山崎委員　収入の少ない方、低所得者

に重たいという意味では、少しも公平で

はないんですよ。特に、その考え方をぜ

ひ改めてもらえたらと思うんです。

　特に、医療に関して言うと、先ほどは

保険料の話でしたけれども、医療に関し

て言うと、それこそ、お年寄りを別立て

にするという不公平きわまりない制度の

スタートですので。

　この後期高齢者の医療制度は、この先

５年後、１０年後、負担が、今お願いし

よういう話でしたいけれども、これ以上

ふやせないと、もう公平性云々言うたっ

て大変やということになったときに、こ

の会計に集まったお金だけで、これを膨

れ上がったたくさんの高齢者でもう分け

てくださいという制度になりかねない制

度なんです。

　ですから、これは保障ができませんと

いうことを先々言わざるを得なくなると

いう制度を見越した制度だと私は思って

います。つまり、社会保障であるはずの、

社会保障の保障がなくなる制度ではない

かということを申し上げて、これに関し

ての質問を終わらせていただきます。

○安藤委員長　ほかにございませんか。

南野委員。

○南野委員　それでは、ちょっと１点だ

けお聞きしたいんですけれども。

　この後期高齢者医療制度につきまして

は、新年度４月から実施ということであ

りますので、大事やったのは、本当に周

知の徹底やったんかなと思います。

　いろいろな形で市民の方にお知らせす

るということで、広報にも何回か載せて

いただいたり、あとはいきいきサロンと

か回られて、ご説明していただいたと存

じておるんですけれども。

　これからも、私もこの医療制度に関し

ては、市民に方から、保険料とかまだま

だご相談がいろいろありまして、伝えさ

せていただいてるんですけれども、新年

度に向けて、もうすぐですけれども、そ

れ以降も、ちょっと周知の徹底を、まだ
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まだいろいろな形で図っていただきたい

なと思うんですけれども、その点ちょっ

とお聞かせ願いたいと思います。

○安藤委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　後期高齢者医療制

度がこの２０年４月から始まると。全く

の新しい制度でございますので、先ほど、

ご質問の中にもございましたように、こ

れまで、市の広報であったり、各地域の

ふれあいサロンであるとか出向かせてい

ただきまして、制度の説明もさせていた

だきました。

　この間、広域連合の方においても、１

月には、４月に後期高齢の対象となる方

に対して、直接、封書で制度の説明であっ

たりを送らせてもらってます。また、今

月、もうこの３月におきましては、末ま

でに、いよいよ後期高齢の方に対する被

保険者証が郵送されると聞いております。

　それに向けまして、今後、やっぱり保

険料のお話とかいろいろあると思います

ので、私どもも機会を設けては、そのＰ

Ｒ・周知に努めていきたいと考えており

ます。

○安藤委員長　南野委員。

○南野委員　ご答弁ありがとうございま

す。

　周知の徹底、引き続き、よろしくお願

いしたいと思います。

　できたら、今まではこれぐらいの保険

料で、次はこうなりますよという、ちょっ

とどこまでできるかわかりませんけれど

も、それをわかりやすいようにちょっと

入れていただいたらうれしいなと思いま

す。

　それと、この後期高齢者医療制度がス

タートするという趣旨ですね、私、認識

しておりますのは、現役世代になるべく

負担をかけない、また、少し所得のある

後期高齢者の方には負担をしていただく

といった、そのスタートした意味ですね、

そういったものをちょっとまた詳しく入

れていただければなと思います。

　以上で結構です。

○安藤委員長　ほかにございませんか。

　上村委員。

○上村委員　私の方でちょっとお尋ねし

ますけれども。

　この後期高齢者に関する窓口というか、

どこにできるのかということと、それと、

この第２４号の条例の中では、８項目の

市が行う事務が明記されてますよね。こ

の受け付けとか通知書の引き渡し等々を

事務しますよね。それはだれがするのか

ということが、これは国保年金課でされ

るのか、広域連合の方から来られるのか、

そこら辺をちょっとお聞かせ願いますか。

○安藤委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　ただいまのご質問

についてご答弁させていただきます。

　市では窓口はどこになるのかというと

ころでございますが、私ども国保年金課、

課としては国保年金課と。その中で、高

齢者医療係という係がございますので、

主にそちらの方が所管する形になろうか

と思います。

　そして、その窓口事務を初め、条例で

書かせていただいてます８項目の事務は

だれがするのかということになりますと、

これは、今も申しました国保年金課の方

で、市の職員が行うという形を考えてお

ります。

○安藤委員長　上村委員。

○上村委員　窓口については、国保年金

課でされるということで、そこにはちゃ

んとした看板がつくんですよね。その後

期高齢者用の受け付け口というか、こう

いう書類を持ってこられたときに、そこ

ですということになりますよね。

　それと、この事務を行う人の人件費も、
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これ、予算書では、徴収員報酬、２１万

６，０００円が人件費で計上されてます

けれども、国保年金課の方がよその会社

の仕事をするという格好になりますよね、

言うたら。それが妥当なのかどうか。本

来は、その人の人件費は広域連合で持っ

ていくような仕組みにしないと、国保財

政が裕福であれば、よその会社の仕事を

手伝ってもいいけれども、本来は、自分

とこの会計は自分とこで処理してもらっ

て、よその会計のところはよその会計か

らお金を出してもらう仕組みにこう持っ

てかないと、やっぱりここに書いてる事

務にかかわる経費は、それなりに予算措

置をお願いするような仕組みに持ってい

かないとおかしいんではないかなと気が

してますので、そのことを、また、そう

いう意見を求める場があれば、ぜひこの

ことを、各市ともそういうことが懸念さ

れる部分もあるんではないかなと思って

ますので、そこのところをぜひお願いし

ておきたいなと思いますので、どうでしょ

うか。

○安藤委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　とりあえず、市の

どこに行けばいいということで、今現在、

課の前の表示では、まだ後期高齢という

名前は出しておりません。今、現行では、

老人保健と老人医療という形では上げて

おりますけれども、４月以降、後期高齢

者の医療保険という形での表示は予定し

ております。

　それと、あと１点、人件費の件でござ

いますが、当然、委員ご指摘のとおり、

国保の担当業務を行っている部分につい

ては、今現在、国保特会で人件費を見て

ると。ただ、国保年金課というのを見ま

すと、国民健康保険の業務と、現在、国

民年金も行っていると。それに、申しま

した後期高齢の関係も行うという中では、

それぞれ係を設けて、ある一定、その係

ごとでということで区分も行っておりま

すので、後期高齢の事務を担当する人間

については、現在のところ、一般会計の

方で人件費を持つということで計上させ

てもらっておりますので、よろしくお願

いします。

○安藤委員長　よろしいでしょうか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○安藤委員長　以上で質疑を終わります。

　次に、議案第３９号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　山崎委員。

○山崎委員　この老人医療費の助成に関

する条例を改正するという部分での質問

をさせていただきます。

　この条例の第２条で、これまで、医療

費助成の対象にあった障害者、精神障害

者及びひとり親家庭の父母が、この新し

い条例では、９条以下の一部負担金助成

に移されているとなってるんですけれど

も、この変更点の説明をお願いしたいと

思うんですが。

　旧条例では、９条で、３条に戻って一

部負担金という形に規定はされてるよう

なんですけれども、助成そのものからは

変えて、一部負担金に変えてしまうとい

うことについて変化があるのかどうかと

いうことをお聞きしたいと思います。

　今までの、障害者、精神障害の方で、

一部負担金じゃなくて、普通の上の条項

の助成というのを受けられたというよう

な方はおられないのかどうか、お聞かせ

いただきたいと思います。

○安藤委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　今回の条例の改正

につきましては、老人医療費の助成と一

部負担金の関係でございますが、これは、

今回、大阪府において、この二つあった
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ものが一つにまとめられたということに

基づきまして、本市の条例においても、

これまでの老人医療費の助成と一部負担

の部分を一緒にさせていただいたという

ことが経過でございます。

　そうしたことによって、これまでとど

う対応が変わるかというところでござい

ますが、一応、制度の中身としては、こ

れまでと変わらない形での条例の改正と

いう形になっておりますので、よろしく

お願いします。

○安藤委員長　山崎委員。

○山崎委員　助成と一部負担金助成とい

うのが違っていれば変わってくるんじゃ

ないかなと思ってたものですから質問さ

せていただきました。

　助成の対象が小さくなるとかいうこと

でなければ、私は結構だと思っておりま

す。

　以上です。

○安藤委員長　ほかにございませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○安藤委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

　　（午後２時４１分　休憩）

　　（午後２時４３分　再開）

○安藤委員長　再開します。

　議案第８号、議案第１４号及び議案第

４１号の審査を行います。

　本３件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　山崎委員。

○山崎委員　では、補正予算の方でシス

テム改修の委託増額というのが上がって

いるんですけれども、これも、ほかの部

分でもいろいろ変わっていたと思うんで

すが、この増額の理由をお聞かせいただ

きたいと思ったのと、４１号の条例改正

の部分で、激変緩和措置が１年継続され

るということは非常にいいことだと思っ

ておりますが、生活困窮者への保険料の

減額措置がとれるということで、１，３

００人が対象になるということなんです

けれども、少しでも軽減されるというこ

とは非常にいいことだと思うんですが、

この財源の中で何とかなるというような

話だったと思うんですけれども、一般会

計からも入れて、軽減策とるというよう

なことも、これは別に国の方では禁じて

いるというわけではないので、この市の

姿勢として、わずか言うたらおかしいで

すけれども、軽減策が、介護保険の場合

はなかなかとりにくいということですか

ら、一般会計からのお金も入れて軽減策

を拡大するということはできると思うん

ですけれども、この軽減についてのお考

えをお聞かせいただきたいと思います。

　それから、生活機能評価ですね、住宅

改修で介護保険使われているわけですけ

れども、この事後検証、昨年あたりどう

だったかというのもお聞かせいただきた

いと思います。

　以上です。

○安藤委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　まず、補正予算の

介護保険システム改修の内容についてで

ございますが、これは２点ございまして、

１点は、今回、条例改正も上げさせてい

ただいている、保険料の激変緩和措置を

継続するために若干の経費がかかるとい

うことと、それから、これは、保険給付

の方の制度改正になるんですけれども、

介護療養型医療施設が、国の方で新型老

健へ転換していくというようなことがご

ざいまして、それが始まることによって、

給付の管理ですね、実際に使われた方の

情報を管理していくシステム、これにつ

いて、これも若干の修正が必要というこ

とで、いずれも１９年度中の国庫補助事

業ということで認められましたもので、

－�48�－



ちょうどオープンシステムへの移行の時

期ではあるんですけれども、全国的な改

正ということで、パッケージソフトの導

入のための委託料を計上しておるところ

でございます。

　次に、２点目の激変緩和措置に係る財

源の話ですが、委員ご指摘のように、こ

れは３年間の中期計画による保険運営と

いうことで、初年度、一定、見込み以上

の給付が少なかったということと、被保

険者の増などによって余剰金が出ており

まして、これは全国的な傾向なのかなと

思うんですが、本市におきましても若干

余裕があるということで、それを財源と

いうことで、今回、１，３００人、９６

０万円ということで充てさせていただく

予定でございます。

　一般会計の方から繰り入れすべきでは

ないかということで、国は禁止はしてい

ないということではございますけれども、

技術的な助言というような立場で、保険

者に対して、いわゆる３原則、個別申請

により一律減免はしないこと、それから、

減額のみということでゼロですね、免除

にはしないこと、それから、保険料を財

源として、一般財源からの繰り入れは行

わないと、いわゆる３原則が示されてい

ることもございまして、なかなか市独自

で一般会計から法定外の繰り入れを行う

ということは困難な状況というふうに考

えております。

　ただ、本市の特徴としましては、いわ

ゆる調整交付金、この部分が後期高齢者

の人口割合や所得段階別の人数構成の関

係で、国平均と比べて極端に少ないとい

うこともございますので、このあたりは

ちょっと制度的な問題かなということで、

それが被保険者への保険料負担になるわ

けですから、この仕組みの改善と、それ

から、低所得の方への抜本的な対策とい

うことについて、これ、例年、市長会を

通じて要望してるんですが、引き続き、

強く要望していきたいというふうに考え

ております。

　それから、３点目の、住宅改修の事後

評価という件でございますが、これにつ

きましては、給付適正化事業の一環で、

拡充ということで、今回、予算を上げさ

せていただいてます。

　住宅改修につきましては、現在も保健

センターの理学療法士、作業療法士等が

ケアマネジャーと同行しまして、その方

に適切な改修が行われるようにというこ

とで、身体状況に応じた手すりの設置場

所とか、また、例えば、使い方の助言と

かそういうことをさせていただいてるん

ですけれども、書類上は、その後で写真

を提出していただいたりということで審

査しておるんですが、本当に改修したと

ころが効果的に使われているかどうかと

いうところまで含めて見ていく必要があ

るというようなことで、今後、事後にお

きましても訪問をして、適切に改修され

たのかどうかということと、効果的に使

われているかどうか、検証も含めて事業

を拡大していきたいというふうに考えて

おります。

　以上でございます。

○安藤委員長　山崎委員。

○山崎委員　そうですね、ぜひ調整交付

分ぐらいはもらうというか、入れないと

いけないんじゃないかと思っております

ので、ぜひともよろしくお願いいたしま

す。

　この３原則というのも言われましたけ

れども、これがくせ者なんです。

　介護保険も、今回始まりますこの後期

高齢者の医療保険と同じで、独自財源が、

だから税金とかに求めないという形では、

非常に加入者を支える制度が脆弱だと言
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わざるを得ないんです。社会が高齢者を

支えていくという考えはいいんですけれ

ども、その負担が、今、国民というか加

入者に重くかかってきて、消費税とか企

業税などを得ている国とかが支えている

部分が余りにも少ないんではないかと私

は思ってるんですが、制度そのものの改

善を国にぜひ求めていただきたいと思い

ます。

　調整交付金なども相当分ぐらいは入れ

るべきだという形にしていっていただき

たいと思うんですが。

　独自財源がないというのが、この介護

の総額が今度ふえてくると、支給が大変

になってくるというか、制限が起きてく

るんじゃないかとか、いろいろ改定がこ

の８、９年間でされてきてるわけなんで

すけれども、これ保険料の増額とか、そ

れから、今度は給付の方で制限とかいう

形になると、要介護の方がそういう状態、

介護を受けると高いというようなことに

なってくると隠れてしまうとか、地域包

括支援センターでつかめないというよう

な方が出てきてしまうことが懸念される

と思いますので、ぜひそういったことの

ないように、この辺、状態が悪い方をど

んなふうにつかんでおられるかというこ

とを、また、ちょっとお聞かせいただけ

ればと思います。

○安藤委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　介護が必要な方の

把握ということかと思うんですけれども、

基本的には、介護保険のサービスの利用

に当たっては、申請に基づいてというこ

とにはなるんですけれども、地域包括支

援センターができてから、介護にかかわ

らず、いろいろなご相談が出てきており

ます。それは、ひとり暮らしであったり、

あるいは病院との連携であったりという

ことで、いろいろな地域との関係、ある

いは医療機関との関係というのも深まっ

ておりまして、とか民生委員さんとか、

そういう中から、この地域、あるいはこ

の病院にこんな方がいらっしゃるという

ようなことで連絡があったりとかいうこ

ともありますので、できる限り把握にも

努め、また、サービスの提供にも結びつ

くような形で、努力をまた今後も引き続

きしていきたいと考えております。

○安藤委員長　山崎委員。

○山崎委員　先ほど言ったように、この

保険者の保険料が高くなるとか、給付の

方で、要するに自己負担金が高くなると

かいうようなことで、必要な介護も受け

ずに我慢するというようなことがないか

ということを聞きたかったんですけれど

も、民生委員さんとか、地域のネットワー

クをぜひ使って、必要な介護を抑制ない

ように、ぜひともお願いしたいと思いま

す。

　結構です。

○安藤委員長　南野委員。

○南野委員　それでは、私の方から、３

点お聞きしたいと思います。

　１点目に、生活困窮者への、これは、

当初予算の主要事業ということでありま

した。生活困窮者への独自減免制度を拡

充されるということでありますけれども、

具体的にどのような拡充をされるのか。

現行の減免制度との違いなどあれば、お

聞かせ願いたいと思います。

　それから、二つ目に、平成２１年度か

ら２３年度までの第４期介護保険事業計

画を、市民代表や学識経験者等の意見を

聞きながら、平成２０年度中に策定され

るということであります。

　今までの第３期までの介護保険事業計

画の結果を踏まえて、どのような計画に

なるのか、重点戦略などあればお聞かせ

願いたいと思います。
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　それから、予算書の２８ページになる

んですけれども、成年後見制度利用助成

費ということで、２４万円計上していた

だいておりますけれども、本市において、

成年後見制度を利用されている方、何名

ぐらいいらっしゃるのかということで、

ちょっとお聞きしたいと思います。

　以上３点、よろしくお願いします。

○安藤委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　まず、１点目の生

活困窮者への独自減免についてのお問い

ですが、まず、現行の制度につきまして

は、保険料の段階が第３段階、非課税世

帯で、収入が８０万円以上の方が対象に

なってるんですけれども、現状は、一人

世帯で、年収９６万円以下で、世帯員が

一人増すごとに４８万円の加算をしてお

ります。

　それと、預貯金等が３５０万円以下、

それから、別世帯等のご家族から扶養さ

れていない、あるいは活用できる資産が

ないというような条件の方を対象に、第

３段階の保険料を第２段階に減額するも

のでございますが、今回、収入要件を一

定緩和しまして、年収９６万円のところ

を１２０万円以下に、それから、一人増

すごとに４８万円の加算を５０万円の加

算にさせていただきます。

　対象者につきましては、１９年度にお

きましては、現行の制度では、現在６名

の方が対象になっておるんですけれども、

制度を緩和することによって、他市の例

等を参考にしますと、倍ぐらい、１０名

強ぐらいになるのかなというふうに見込

んでおります。

　それから、第４期の介護保険事業計画、

２１年から２３年について、どのような

計画になるのかというお問いでございま

すが、これは、ご承知のように、高齢者

かがやきプランということで、高齢者の

福祉の計画と一体的につくっておるもの

でございまして、介護保険の事業計画部

分については、それぞれの要介護者の認

定者数の今後の見込みであるとか、各サー

ビスごとの利用者数及びその給付額の試

算を行います。その上で、それぞれ税に

よる負担と保険料による負担を計算しま

して、保険料が幾らになるかというよう

な計画を立てる部分が介護保険の事業計

画でございます。

　その中で、現行の重点戦略というのは、

介護予防ということが重点になっておる

んですけれども、次期の計画の中で、ど

のような計画になるのかということは、

これ、２０年度中にかがやきプランの推

進会議の中で議論していただくことにな

るんですけれども、これ、最近の傾向を

考えますと、本市の場合、特にひとり暮

らしの方とか、それから、認知症が見ら

れる方ということで、お困りの方という

のがたくさん見受けられるようになって

おります。

　それから、高齢者虐待防止法の施行に

よって、そういったあたりも目につくと

いいますか、表に出てくるようになって

おりますので、そういうところを行政と

してどのようにしていくのか、住みなれ

た地域の中で安心して暮らしていただく

ために、どのような行政としての支援が

できるのかというところが重点になって

こようかなと、担当の思いとしては考え

ております。

　このあたりについては、市民の皆様方

の、あるいは学識経験者、関係者の方々

のご意見をお聞かせ願いながら計画を立

てていくというふうに考えております。

○安藤委員長　川口参事。

○川口介護保険課参事　そうしましたら、

３点目の成年後見制度の事業についてで

ございますが、２８ページの扶助費とし
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て、成年後見制度利用助成費２４万円と

いうことで上げておりますが、これにつ

いては、２７ページの役務費の中に手数

料２１万円というのがございまして、こ

の２１万円は市長申し立てということで、

後見制度をなかなかお金がないというこ

とで申し立てができないというふうな場

合に、一人おおむね１０万円程度必要な

んですけれども、一応、２名分の予算を、

２７ページの手数料で２１万円、今の扶

助費の中の２４万円というのは、その後、

後見人さんに対するお支払いが、月々、

おおむね一番低い金額で、中には無料で

というふうなお願いの仕方もあるんです

けれども、一定、各ほかの市町村でも、

最低の２万円を見ているというところを

多く聞いておりますので、２万円の１２

か月分ということで２４万円を計上して

います。

　件数なんですけれども、１８年度以降、

市長申し立てによる後見の方が１件、こ

れは後見ということでついておりますの

と、あと、包括支援センターの方が申し

立ての支援をさせていただいて、家族申

し立てということで、いろいろ書類等を

整えたり、家庭裁判所の方へ出向いたり

とかということで３件ございました。あ

と、それ以外には、任意後見ですとか、

申し立てのセット等の書類を、家裁まで

行かなくても、包括支援センターの窓口

でも、ご説明とか配布等もしております

ので、おおむねそのあたりが１０件程度

はあるんではないかと思いますが、実際

に、今、摂津市内で何名の方が後見をつ

けて生活をされているかという確かな数

はちょっとわかりませんが、中には、介

護保険の申請なども、後見人ですという

ことで申請に来られる方もいらっしゃる

というふうに聞いております。

○安藤委員長　南野委員。

○南野委員　もう一つ、ちょっとわかっ

てないんで聞いておきたいんですけれど

も。

　その後見人になられる方、例えば、親

族の方が後見人になられるとか、司法書

士の方がなられるとか、弁護士の方がな

られるとか、社会福祉士の方がなられる

とかというちょっと認識あるんですけれ

ども、本市ではどのような方向性で取り

組んでいただいているのか、その点だけ

聞かせてください。

○安藤委員長　川口参事。

○川口介護保険課参事　申し立ての書類

をつくるときに、例えば、家族申し立て

で立ち会った、遠方に親戚の方がいらっ

しゃるということで、申し立てを行う際

に、家庭裁判所に提出する書類の中に、

後見人として選任という欄がございまし

て、そこに、例えば、そういう弁護士さ

んですとか社会福祉士さんですとかとい

うのを、一定、こちらで、この方がふさ

わしいんじゃないかというふうなことが

想定される場合には、例えば、財産が大

変おありで、親戚がたくさんいらっしゃっ

て、やりとりされる中で、いろいろな弁

護士さんというお立場で管理された方が、

後々の相続のことなどにも少しアドバイ

スができるんではないかと思われるよう

な方について、弁護士会のひまわりとい

うところに後見人を依頼したというふう

な場合もございますし、やっぱりそうな

ると支払いも月々少し値段が上がります

ので、それではなくて、その方の身上看

護と申しまして、生活の場を、お金の管

理というよりも、むしろ生活の場をご相

談させていただきたいなというふうな場

合には、社会福祉士さんとか、そういう

形で、候補者の選定というか、選任とい

うところに書くんですが、最終的には、

どういう方が後見としてつくのがふさわ
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しいかというのは、家庭裁判所の方が決

めますので、こちらがひまわりさんにと

いうふうなことで考えていても、最終的

には家庭裁判所の方が決められるんです。

　ただ、家族、親族の場合は、やはり家

族が、私が管理するということで、夫婦

間とかでも、奥さんの申し立てで、奥さ

んが管理しますということで、後見のと

ころにつけられても、その方が後見人に

なられても、収入というのが得られませ

んので、特別、後見人になられたことに

よって有益といいますか、むしろ、いろ

いろなトラブル、親戚とかの間のトラブ

ルとかに対処することが必要になってき

ますので、むしろご親族がなされるより

も、第三者のしかるべき方が立たれた方

がいいのではないかなという個人的な考

え方はございますが、それは、その都度

相談しながら対応させていただいており

ます。

○安藤委員長　南野委員。

○南野委員　これは、どこの市かちょっ

と今忘れたんですけれども、市民後見人

ということで、例えば、団塊世代の方で、

退職された方の中に、意欲のある方で、

私これやってみたいということで、養成

講座で法律の勉強したり、介護保険の勉

強したり、認知症の勉強をしたりして、

実際に裁判所で選任されて、後見人の認

定を受けられてやっておられる方もいらっ

しゃるということで、ひとつ認識してる

んですけれども、そういう場合には後見

人になっていただける方がいなくて大変

やとか、そういう状況にはちょっと考え

られるんですけれども、その辺もちょっ

と、またいろいろな面で視野に入れてい

ただいて、また取り組んでいただきます

よう、よろしくお願いいたします。要望

としておきます。

○安藤委員長　ほかございますか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○安藤委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

　　（午後３時　８分　休憩）

　　（午後３時３８分　再開）

○安藤委員長　再開します。

　議案第３３号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　ありませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○安藤委員長　質疑なしと認め、質疑を

終わります。

　暫時休憩します。

　　（午後３時３９分　休憩）

　　（午後３時４０分　再開）

○安藤委員長　再開します。

　議案第３８号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　山崎委員。

○山崎委員　乳幼児医療の助成を拡大す

るということで、皆さん喜んでいただい

ていると思うんですけれども、おととい

の委員会でも伺いました。昨年は２，５

００万円積み上げがあるので、ことしは、

昨年、年度途中で丸々負担したわけでも

ないんですけれども、まだこれが上がる

ほど医療費も小さくなります。子どもの

医療費にどれだけお金をかけるかという

ことが、政策として力を入れているかど

うかという一種のバロメーターにもなっ

ていると私思うんですけれども、ことし

入れるお金としては減るということでは、

頑張れる最大限の拡充をできるときにす

るというのがやっぱり必要なんじゃない

かと思うんですけれども。

　というのが、これ財政事情がまた悪く

なるとか、子どもの数がふえて、一定こ

の役目が終わったなどというような理由
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が出てくれば、縮小とか廃止というのは

すぐによくされるということが、私、常

だと思いますので、できるときに前進さ

せるというのが大切だと思うんです。

　というのが、今回、保険のこともある

と思うんですけれども、北大阪でも結構

拡張がされるんです。吹田ですと、小学

校６年生終了まで、所得制限ありますけ

れども、入院助成が拡大します。茨木は

小学校１年生の終了時点までやられてま

す。高槻も既に就学前まで、去年の秋か

らですけれども始まってます。それから、

豊中も小学校就学前までことし始めると

いうことですし、池田では、第１子とい

うか、一番目が、入院だけ就学前までで

すけれども、２番目からは通院も含めて、

３人目からは３年生まで、４番目以降に

ついては６年生まで助けていくというこ

とにもなってます。

　こういったところを見ましても、でき

る限りの自治体単位でやっているという

認識があるんですけれども、今できるこ

とをするというのが大切だと思うんです

が、一般会計でも聞きましたけれども、

もう少し拡張するというお考えがなかっ

たのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。

○安藤委員長　稲村課長。

○稲村こども育成課長　乳幼児医療費助

成の制度について、就学前まで今回拡大

をするということでございますが、これ

について、さらに、今年度の拡大の検討

はなかったのかというご質問ですが。

　先日もお答えさせていただきましたけ

れども、府、市負担で１，０００万円ほ

ど減額になるということで、その１，０

００万円を使って、何らかの充実という

ことはできないのかということにつきま

しては、担当課の方としましても検討は

いたしました。

　ただ、年齢拡大ということになります

と、２，５００万円ほどかかるというこ

ともございますし、また、無料化という

ことになりますと、さらに費用がかかる

ということもございますので、また、年

齢拡大につきましては、今後、研究、検

討していくということで、今回につきま

しては、就学前まで、所得制限なしとい

うことを継続した上でやっていくという

ことで、今回の条例制定を上げさせてい

ただいております。

○安藤委員長　山崎委員。

○山崎委員　制度そのものは喜ばれると

思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

　今、北摂の例を出しましたけれども、

大阪は小さいですけれども、他府県とい

うか、全国的には県単位でやられている

ところも多いということでは、国は、も

うこの辺、施策としてしっかりやっても

らいたいという思いが我々ありますので、

そういったところにも働きかけていただ

けるようにお願いをしておきたいと思い

ます。

　よろしくお願いします。

○安藤委員長　ほかよろしいでしょうか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○安藤委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

　　（午後３時４４分　休憩）

　　（午後３時４６分　再開）

○安藤委員長　再開します。

　討論に入ります。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○安藤委員長　討論なしと認め、採決を

します。

　議案第１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手するものあり）

○安藤委員長　賛成多数。よって、本件
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は可決すべきものと決定しました。

　議案第３号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手するものあり）

○安藤委員長　賛成多数。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。

　議案第４号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手するものあり）

○安藤委員長　賛成多数。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。

　議案第７号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手するものあり）

○安藤委員長　全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。

　議案第８号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手するものあり）

○安藤委員長　賛成多数。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。

　議案第９号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手するものあり）

○安藤委員長　賛成多数。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。

　議案第１０号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手するものあり）

○安藤委員長　全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。

　議案第１２号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手するものあり）

○安藤委員長　全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。

　議案第１４号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手するものあり）

○安藤委員長　全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。

　議案第２４号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手するものあり）

○安藤委員長　賛成多数。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。

　議案第２５号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手するものあり）

○安藤委員長　全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。

　議案第２６号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手するものあり）

○安藤委員長　全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。

　議案第２７号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手するものあり）

○安藤委員長　全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。

　議案第３３号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手するものあり）

○安藤委員長　全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。

　議案第３７号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手するものあり）

○安藤委員長　賛成多数。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。

　議案第３８号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手するものあり）

○安藤委員長　全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。

　議案第３９号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手するものあり）

○安藤委員長　全員賛成。よって、本件
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は可決すべきものと決定しました。

　議案第４０号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手するものあり）

○安藤委員長　賛成多数。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。

　議案第４１号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手するものあり）

○安藤委員長　全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。

　議案第４２号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手するものあり）

○安藤委員長　全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。

　以上で、本委員会を閉会いたします。

　お疲れさまでした。

（午後３時５０分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り、署名する。

民生常任委員長 安 藤 　 薫

民生常任委員  山 崎 雅 数
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